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本書の使い方 

1 本書は平成 25年 3月、文部科学省が策定・公表した「専修学校における学校評価ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。）に示された   

「項目別の自己評価表(例)イメージ」及び「自己評価における評価指標・観点・参考資料一覧表(イメージ案）」などを参考に全体を構成しました。 

  また、評価項目は、特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構(以下「機構」という。）がガイドラインに準拠して制定した「専門学校等 

評価基準書 Ver4.0」を適用しています。 

2 従来の「評価項目別取組状況」に「学校の理念・教育目標」、「年度の重点目標と達成計画」、「年度の重点目標達成についての自己評価」を加え 

ることにより、ガイドラインに示されている PDCAを活用した自己評価を進めることができるようになっています。 

3 ガイドラインでは、「項目別の自己評価表(例)イメージ」において取組状況を 1から 4の評語を用いて自己評定する様式を例示しています。この 

ことから、本書でも「評価項目別取組状況」の小項目毎に評定欄を加えました。評語の考え方の例は、以下のとおりです。但し、評定については学 

校ごとの考え方により実施しない学校においては評定欄を削除してお使いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 本書は、学校関係者評価を円滑に進めるために、記述のうち「学校の理念・教育目標」、「年度の重点目標と達成計画」、「年度の重点目標達成に 

ついての自己評価」など部分的にピックアップして評価を行うことができるように構成していますので、学校関係者評価実施においても活用できま 

す。 

5 本書はワード形式で作成しています。学校の考え方により適宜変更して使用してください。ご不明な点につきましては、機構事務局までお問い 

合わせください。                 

         連絡先 03-3373-2914 info@hyouka.or.jp 

 

※評語の意味 

4 適切に対応している。課題の発見に積極的で今後さらに向上させるための意欲がある。 

3 ほぼ適切に対応しているが課題があり、改善方策への一層の取組みが期待される。 

2 対応が十分でなく、やや不適切で課題が多い。課題の抽出と改善方策へ取組む必要が 

 ある。 

1 全く対応をしておらず不適切。学校の方針から見直す必要がある。 
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1 学校の理念、教育目標  

教 育 理 念 教 育 目 標 

 
本校は、滋慶学園グループに属しており、「職業人教育を通して社会に貢献す

る」という学園グループのミッション（使命）のもとで、教育理念を明確に

している。 
 
教育の理念は滋慶学園グループ全てで共有しており、「建学の理念」として、 

 
・実学教育（業界に直結した即戦力となる知識・技術を教授） 
・人間教育（プロの職業人としての身構え・気構え・心構えを育む） 
・国際教育（広い視野でモノを捉える国際的な感性を養う） 

の３つを掲げており、 
「学生・保護者からの信頼」 
「高等学校からの信頼」  
「業界からの信頼」 
「地域からの信頼」 

の４つの信頼を得ることを目的として、学校運営を行っている。 
 

この建学の理念のもとで、業界が求める人材を業界と共に育てる「産学連携

教育」であり、この産学連携教育を通じて、業界が求める専門性のある知識・

スキルだけでなく「実践力」と「セルフプロデュース力」そしてお客様に喜

んでもらえる「ホスピタリティ」「英語力」まで身に付けた人材育成を本校の

コンセプトとしている。 
  

 
 

 
本校は建学の理念に基づき、ホスピタリティ業界に求められる人材を業界と

ともに育成する。 
産学連携教育を通し、業界が求める技術だけでなくお客様によろこんでもら

える「ホスピタリティ」「英語力」身に付けた 
人材育成をコンセプトとして教育理念に沿った教育の目標を掲げている。 
 
産学連携教育を通し、業界が求める技術だけでなく「実践力」と「セルフプ

ロデュース力」そしてお客様に喜んでもらえる「ホスピタリティ」まで身に

付けた人材育成をコンセプトとして教育理念に沿った教育の目標を掲げて

いる。 
 
○「実学教育」 
 豊かで活力ある高齢社会の実現のために、業界の即戦力として活躍できる

専門知識や技術を習得し、将来的なニーズに対して創造的に対応できる専門

職として、業界が求める人材を育成する。 
 
○「人間教育」 
 学ぶことは、将来の目標実現に向けて自己変革し、自らに付加価値をつけ、

専門知識や技術だけでなく、使命感を持って前向きに生きる情熱と思いやり

を持った心豊かな人材を育成する。 
 
○「国際教育」 
 国際化が進む社会で、ビジネス・シーンにおいては海外での活動や世界の

方々とのコミュニケーション、ビジネスの機会が広がる中、外国語だけで 

なく世界を知ると同時に、自国のことを良く知り主張もできるグローバルな

視点、国際感覚を持った人材を育成する。 
 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2 本年度の重点目標と達成計画 

２０２２年度重点目標 達成計画・取組方法 

 

（１）学生募集において、２０２３年度に向けて、入学定員に準じた適正な入

学者を確保する。 
  
  
  
（２）中途退学者 2.1％ 
   2021年度は 7.7％に対し、退学率 2.1％を目指す。 
  
  
  
  
  
（３）就職希望者の就職率１００％ 
  
  
  
  
（４）健全な学校運営をする為の、適正な予算管理と適切な予算執行 
  
  
（５）教職員の成長を即すために、人材育成を強化する。 

 

（１）学生募集 
    学校に複数の分野の仕事が含まれるため、単独の学校に比べると認知が

薄い現状が見受けられる。ウェディング・ホテル・観光・エアーライン

分野それぞれの打ち出し（HP/SNS 等）を強化し認知拡大へと努める。 
    また来校から出願まで選んで頂けるようひとり一人をサポート出来る広

報体制で運営する。 
    さらに、変化する社会の先を読んだコース・教育創造に努める。 
（２）中途退学者の防止 
   ・研修、OJTなどあらゆる手段を活用して教員の能力向上を図る。 
   ・個別カウンセリングを強化し、学生一人ひとりの状況を正確に把握して、

早期に適切に対応を行う。 
   ・授業アンケートを有効に活用して、学生満足の向上に努める。 
   ・講師及び保護者との連携を強化し、協力を仰ぐ 
  
（３）就職 
   ・キャリアセンタースタッフを中心に、求人の獲得を図ると共に、 
    履歴書指導、面接指導、企業との関係強化を図る。 
   ・学内合同企業面接会やインターンシップシステムを活用して、 
就職の促進を図る。 
    ・業界からの声を教務と共有し、更なる教育向上に努める。 
（４）予算 
   ・毎月、予算執行状況を確認し、費用対効果を考慮した適切な予算の執行

を心掛ける。 
（５）人材育成 
   ・滋慶学園グループ、COM グループの各種研修及び、現場での OJT により、

スタッフの能力向上に努める。 
 
 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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3 評価項目別取組状況 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項(特徴・特色・特殊な事情等) 

 
本校は滋慶学園グループに属し、「職業教育を通し

て、社会に貢献する」ことをミッションとしている。

このことを実践する為に、「実学教育」「人間教育」

「国際教育」という 3 つの建学の理念を基本に教育

を実施している。 
 
このことは、全教職員に浸透し、コンセンサスは充

分に得られている。 
 
また、業界と共に業界が必要とする即戦力の人材 
育成し、業界に送り出すという「産学連携教育」 
を開校以来、実践してきた。 
 
具体的には、講師の派遣、学習する題材としての企

業課題や企業プロジェクトの提供、機材・機器選定

のアドバイス、研修・実習の受入など、多岐に渡っ

て協力を頂いている。 
 
今後は、業界との関わりを更に推し進める必要があ

る。より多くの企業・業界人から、更に深く、広範

囲での支援を頂くと共に、業界からの支援をより効

果的に教育に反映させるカリキュラム・システムの

開発が必要と考える。 

 

教職員研修、勉強会、講師研修会、入学式や卒業式

での経営者の講話等を通して、定期的・継続的に 

理念の供給を図り、学校が一丸となってその具現化

を推し進める。 

 

また、新入生オリエンテーション、授業、ホームル

ーム、実習指導、生活指導、就職指導などあらゆる

機会を捉え、3 つの教育理念を学生に充分理解さ

せ、その重要性を認識させる。このことで、学生自

身の動機付けと到達目標が明確になり、更に高い教

育効果が得られることにつながる。 

 

また、業界から頂いた情報や支援をより効果的に教

育に反映させる為、教育課程編成委員会を組織し、

業界からの目線でチェック・改善し、イノベーショ

ンを図る。 

 

更に、企業プロジェクトや年 2回の学生アンケート

を通して、学生の授業に対する満足を把握すると共

に、適宜・適切に対策を実施する。 

 

職業人教育は、専門職業教育とキャリア教育

から成る。専門職業教育とは、即戦力としての

高度な技術・知識の習得であり、キャリア教育

とは、プロの職業人として必要な人間力、仕事

に対する身構え・気構え・心構えの習得を言

う。 

 

 

本校では、キャリア教育のアプローチとして、

3つに時期を捉えて展開する。 

 

①キャリア形成 

 入学前の時期に、オープンキャンパスやマ

イスクールを通して、基盤となる勤労観・職

業観の形成と確立をする時期。 

 

②在学中は、専門職業に就くプロセスの設計

と能力の習得をする時期。 

 

③卒業後は、卒後教育等を通して、社会・職業

人への移行と更なるキャリア開発をする時

期。 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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1-1 （1/2） 

1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1 理念・目的・

育成人材像は、定

められているか 

□理念に沿った目的・育成人

材像になっているか 

□理念等は文書化するなど

明確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっている

か 

□理念等に応じた課程(学

科）を設置しているか 

□理念等を実現するための

具体的な目標・計画・方法を

定めているか 

□理念等を学生・保護者・関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認し

ているか 

□理念等を社会の要請に的

確に対応させるため、適宜見

直しを行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

「実学教育」・「人間教

育」・「国際教育」の３つ教

育理念、組織の使命とし

て「職業人教育を通して

社会に貢献する」ことと

いうミッションの下で、

建学の理念、育成人材は

明確に定められ、文章化

できており、広く告知で

きている。 

またその理念を実現

する為の方法は産学連携

教育であり、人材育成の

課程も理念に沿うもので

ある。 

理念が変わることは無

いが、達成する為の過程

は常に、事業計画の段階

で見直しを図っている。 

理念や目的、育成人材像

は広く告知できてはいる

が、教職員以外に対する

浸透度の確認は行なって

いないのが現状である。 

また、育成人材は常に

業界に向けてのものであ

る。そのためには業界と

の太いパイプを、継続し

て持ち続けることが重要

であり、課程においても、

業界の声を反映した上で

常に新しいものを生み出

す創造力も重要。 

学生アンケートを通じ

て理念の共有ができてい

るかどうかの確認が必

要。 

また、より具体的に周知

していく為にはホームペ

ージの更なる活用も重

要。 

定期的に業界の声が聞

ける企業訪問や勉強会の

実施。 

 

学生便覧 

教育指導要領 

滋慶語録 

学校案内 

グループパンフレッ

ト 

1-1-2 育成人材像

は専門分野に関

連する業界等の

人材ニーズに適

合しているか 

□課程(学科)毎に、関連業界

等が求める知識・技術・技能・

人間性等人材要件を明確に

しているか 

□教育課程・授業計画(シラ

バス)等の策定において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

 

 

 

４ 

教科目標として、学生便

覧及び教育指導要領に記

載しており、養成目的の

ためのシラバスは業界か

ら派遣される講師と共に

策定されている。 

人材用件は、あまり抽象

的にならず具体的に定め

る事も必要。常に業界の

意見を取り入れる柔軟な

姿勢と、システムの構築

が重要と思われる。 

定期的に業界の声が聞

ける企業訪問や勉強会の

実施。高速無線ネットワ

ーク社会に対応した情報

配信構築、スマートフォ

ンやタブレット端末を使

ったビジネス講座などが

課題と考えられる。 

 

学生便覧 

教育指導要領 

シラバス 
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1-1 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2続き □専任・兼任(非常勤)にかか

わらず、教員採用において、

関連業界等から協力を得て

いるか 

□学内外にかかわらず、実習

の実施にあたって、関連業界

等からの協力を得ているか 

□教材等の開発において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

 

 

 

 

４ 

 
 

 

 

 

 

 

授業を行う講師はほと

んどが業界人として活躍

する人材であり、校外実習

においては、「インターン

シップ」を行い、校内実習

では「企業プロジェクト」

として業界からの協力を

得て行なっている。 

教員の採用は、業界の変

化と共に、常に新しい人材

の発掘が重要。また協力企

業はできるだけ多くの企

業数が望ましい為、インタ

ーンシップ協力企業数の

増加が必要。 

こちらから、積極的に

企業に対して働きかける

事が重要であり、現在講

師として契約する業界人

を通して、更に業界情報

を得ていく。 

また教材開発に業界の

先生に入っていただく必

要がある。 

インターンシップ 

案内冊子 

業界研修ノート 

企業プロジェクト申

請書 

1-1-3 理念等の達

成に向け特色あ

る教育活動に取

組んでいるか 

□理念等の達成に向け、特色

ある教育活動に取組んでい

るか 

□特色ある職業実践教育に

取組んでいるか 

 

 

 

４ 

結婚式の知識だけ学ぶ

のではなく即戦力人材育

成のための結婚式のプロ

デュースを行う「Campus

婚」等が産学連携教育と

して実践されている。 

実習の効果をさらに高

めるためには、個々が将来

の目的や職業観を持つこ

とが重要。さらなるキャリ

ア教育の強化が課題に挙

げられる。 

企業プロジェクトと言

う授業を通して、学校の

理念に共感して頂き当校

ならではの特色ある教育

に結び付ける必要があ

る。 

学校パンフレット 

キャリア教育 

ロードマップ 

企業プロジェクト資

料 

1-1-4 社会のニー

ズ等を踏まえた

将来構想を抱い

ているか 

□中期的（3～5年程度）な視

点で、学校の将来構想を定め

ているか 

□学校の将来構想を教職員

に周知してるか 

□学校の将来構想を学生・保

護者・関連業界等に周知して

いるか 

 

 

 

４ 

 

 

毎年策定する、事業計画

書の中で中期の構想を定

めており、教職員には研

修・会議を通じて周知し

ている。 

教職員だけではなく、学

生・保護者・関連業界に対

してもっと積極的に周知

していく事が必要。 

ホームページや学校新

聞、SNSなどで、積極的に

謳っていく。 

事業計画書 

HP、SNS 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年事業計画書を作成している。その中で広報・教務・就職とセクションごとに

将来像について言及している。業界とのパイプ、またグループ内の連携（教育部

会・イベント）などを通じ社会環境の変化、業界動向、今後の課題を共有し将来

構想（５年後の姿）を明確にしている。 

 グループ全体で産学連携教育システムを実践し、業界と直結した太いパイプを

構築してきたため情報収集力が高い。またスケールメリットを生かしたシステム

や運営体制が中長期計画立案をバックアップしている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



８ 
 

基準２ 学校運営 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

滋慶学園グループ 5カ年計画に基づいて、長期・中

期・短期展望をし、毎年、事業計画を作成している。 

 

事業計画は、法人常務理事会、法人理事会の決済を

受けて承認される。それをうけて、全教職員に周知・

徹底している。 

 

事業計画においては、グループ全体の理念、コンセ

プトをベースとして方針や方向性、組織、各部署に

おける目標や取組、職務分掌、各種会議及び研修等

について、明確に示されている。 

 

内容は、事業計画の核を成す組織目的、運営方針、

実行方針、実行計画で構成される。また、事業計画

書の組織図には、学校に関わる人材が明記され、全

員の組織上の位置づけを誰もが理解できるように

なっている。 

 

滋慶学園グループの 5カ年計画及び事業計画に基づ

いて、更なる研修や会議、ミーティングを重ね継続

的な人材育成に取り組み、目標達成に向けたスキル

とマインドの向上を図りスタッフ一人ひとりの成

長を促すことが必要となる。 

 

全スタッフが、滋慶学園グループの 5カ年計画に基

づいて立案される事業計画を充分に理解・納得し、

コンセンサスを取った上で「さらに」、現場力の強化

を図る。 

 

事業計画に基づいて、スタッフごとに自分自身の具

体的な業務計画及び実施方法を作成する。 

 

これにより、学校の方針、方向を理解した上で、同

じ目標に向かって、協力・協働し、目標の達成を図

る。 

 

滋慶学園グループ主催の各種研修、COM グループ主

催の各種研修、学校・学科の各種研修、OJT 等を通

して、教職員の成長を促し、教育力、現場力の向上

を図る。 

 

本校における事業計画は、広報・教務・就職など、

学校における全ての部署について立案され、コンセ

ンサスと取る為、全ての部署が同じ方針・同じ考え

方をもって、全スタッフ協力の下、目標達成に向け

て学校運営がなされる。 

 

学校全体の運営あるいは各部署の運営が正しく行

われる為に、様々な研修や会議が設けられ、この研

修・会議を通して各個人の目標設定や業務への落と

し込みを行い、また、方向性や位置づけ等を常に確

認できるシステムを構築している。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-2 （1/1） 

2-2 運営方針 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念に沿っ

た運営方針を定

めているか 

□運営方針を文書化するな

ど明確に定めているか 

□運営方針は理念等、目標、

事業計画を踏まえ定めてい

るか 

□運営方針を教職員等に周

知しているか 

□運営方針の組織内の浸透

度を確認しているか 

 

 

 

 

４ 
 

 

 

 

運営方針は滋慶学園グ

ループの理念、運営方針

を基に事業計画で明確に

定められて組織内に周知

徹底されている。 

定められた運営方針は、

常に教職員に周知され教

職員の行動の指針となる

事が重要と思われる。 

今後、新入職者に対し

ての個別の指導を行ない

全員が理念を周知してい

る状況にしていく必要が

ある。 

また定期的な勉強会も

実施していく。 

事業計画書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

滋慶学園グループ第６期 5カ年計画及び COMグループ運営方針を基に、各学校の運

営方針が事業計画として作成され、この運営方針が全教職員に周知徹底されること

が重要であり、そのための研修・会議を実施している。その上で、個人の目標や業

務を明確にしていく活動を継続的に行い、学校全体としての運営方針が決定されて

いる。 

運営方針を全教職員に周知徹底するための研修や各種会議が充実しており、これ

を通して、業務方針・計画を各個人に落とし込み、全体として運営方針が実現さ

れるシステムが確立されている。 

※全体会議、教務会議、就職会議、広報会議など 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-3 （1/1） 

2-3 事業計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達

成するための事

業計画を定めて

いるか 

□中期計画（3～5年程度）を

定めているか 

□単年度の事業計画を定め

ているか 

□事業計画に予算、事業目標

等を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業務

分担等を明確にしているか 

□事業計画の執行・進捗管理

状況及び見直しの時期、内容

を明確にしているか 

 

 

 

 

 

４ 

滋慶学園の第６期５ヵ

年計画を基に、毎年、作成

する事業計画書は単年度

から５ヵ年の予算、目標、

執行体制、業務分担など、

明確に定めており、特に

予算は進捗を鑑み年に中

間と期末で細かく見直し

ている。 

この事業計画に沿って

一年間組織運営がなされ

る事が重要である為、明

確な目標設定と実行方

針、実行計画を綿密に定

める事が非常に重要であ

る。計画と実行に差異が

生じている場合は早めの

検証が必要。 

予算の検証は細かく出来

ているが、今後は実行方

針から、実行計画まで、進

捗状況を細かく検証して

いく。 

学校単位・学科単位・各個

人単位で、業務改善を実

施する。そのためには、人

材の育成が重要となるた

め、リーダー、マネージャ

ーの成長・育成に努める。 

事業計画書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

中長期的な計画から、単年の計画まで、明確に定められており、中長期の目標に

むけて、単年度を見直しながら、執行体制や業務分担を明確に定め学校の運営は

行われており、問題なしと思われる。 

事業計画書は収支予算書と共に策定され、予算を含めた計画がひとつになってお

り、学校運営の基本となるものである。 

 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-4 （1/2） 

2-4 運営組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は

組織運営を適切

に行っているか 

□理事会、評議員会は寄附行

為に基づき適切に開催して

いるか 

□理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成
しているか 

□寄附行為は、必要に応じて

適正な手続きを経て改正し

ているか 

 

 

 

 

４ 

法人の理事会・評議員

会は寄付行為に基づき適

切な時期に開催され必要

な審議は議題として挙げ

られ検討された後、議事

録が作成されている。 

 

グループとして全体を

捉え各法人ごとに手続き

を踏まえて、理事会、評議

委員会を実施され組織運

営を、円滑、適切に行って

いく必要がある。 

 今後も法令に則って適

切に開催していく。 

理事会資料 

2-4-2 学校運営の

ための組織を整

備しているか 

□学校運営に必要な事務及

び教学組織を整備している

か 

□現状の組織を体系化した

組織規程、組織図等を整備し

ているか 

□各部署の役割分担、組織
目標等を規程等で明確にし
ているか 

□会議、委員会等の決定権

限、委員構成等を規程等で明

確にしているか 

□会議、委員会等の議事録

（記録）は、開催毎に作成し

ているか 

□組織運営のための規則・規

程等を整備しているか 

□規則・規程等は、必要に
応じて適正な手続きを経て
改正しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

事業計画の中で組織図

や意思決定、研修、会議シ

ステムを定めており、広

報・教務・就職等それぞれ

の構成員の役割・業務分

掌が明確になっている。 

また、全体会議、教務会

議、就職会議、広報会議な

ど、必要に応じて各会議、

委員会が実施されてお

り、議事録が作成されて

いる。規則・規定等も必要

に応じて適正に改正され

ている。 

新人からベテラン職員

まで業務レベルが異なる

為、特定の職員の負担が

大きくなる場合がある。 

また、常に情報の共有

を徹底することが大切と

なる。 

一人ひとりの成長が重

要であり、研修や OJT を活

用した人材育成に努め

る。 

特定職員の業務過多を改

善するために業務改善委

員会を設置、改善を図る。 

必要に応じて会議・ミー

ティングを適切に実施

し、報告・連絡・相談をよ

り徹底させる。 

 

就業規則 

事業計画書 

各種議事録 
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2-4 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2続き □学校の組織運営に携わる

事務職員の意欲及び資質の

向上への取組みを行ってい

るか 

 

 

４ 

事業計画で決めた会

議・ミーティング・研修・

勉強会を実施、OJT等を使

って、事務職員の意欲及

び資質の向上を図ってい

る。 

産休や人事異動等に伴

う一時的な業務処理能力

の低下を招くことが無い

よう定期的・継続的なシ

ステム構築が必要であ

る。 

職員の育成制度の一つ

であるトレーナー制度を

有効活用して、OJTの強化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画に基づき学校・各部署の組織目標を達成する為には運営組織と職務分掌

が明確になっていることが重要となる。その事を全教職員が充分に把握し、各個

人が組織の中における自己の役割や業務を理解し、個の力を組織の力として、統

合することを目的として実践されている。 

毎年事業計画を作成し、それに基づいて各人が業務を遂行し、会議等で計画の進

捗をチェックし、問題点を早期に発見して、必要な対策を実施している。目標志

向の高い組織運営がなされていると考えている。 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-5 （1/1） 

2-5 人事・給与制度 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与

に関する制度を

整備しているか 

□採用基準・採用手続きにつ

いて規程等で明確化し、適切

に運用しているか 

□適切な採用広報を行い、
必要な人材を確保している
か 

□給与支給等に関する基準・

規程を整備し、適切に運用し

ているか 

□昇任・昇給の基準を規程
等で明確化し、適切に運用
しているか 

□人事考課制度を規程等で

明確化し、適切に運用して

いるか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

新卒採用については、

滋慶学園グループ人事採

用計画に基づいて行わ

れ、既卒者採用について

は、規定に基づき各校で

必要に応じて行われる。 

人員採用、人事考課、給

与、昇給・昇進等に係る規

定が整備され明確化され

ている為、それに基づい

て適正に実施されてい

る。 

採用計画はシステム化

され、有効に機能してい

る為、現状特に問題は無

い。 

職員の昇給・昇進に係

る人事考課は、本人も充

分に納得したものとなる

よう充分なコミュニケー

ションと配慮が必要。 

職員の昇給・昇進に係

る人事考課は、まず自己

評価を行い、それを基に

所属長との評価面接、更

には学校責任者との評価

面接というプロセスを踏

んで決定され、本人も充

分に納得したものとなる

よう更なるコミュニケー

ションと配慮を図る。 

就業規則 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学園グループとして総務人事委員会を設置し、制度の向上とより有効な運用に心

がけている。人事考課、昇給・昇格、賃金制度等については、目標管理制度に基

づき、成果主義を取り入れた制度により、適正に行われている。 

滋慶学園グループ全体として定期採用を行い各校の必要状況に応じての中途採

用も適時実施している。  

人材育成については、様々な研修制度を設け、人材育成に積極的に取り組んでい

る。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-6 意思決定システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シ

ステムを整備し

ているか 

□教務・財務等の事務処理に

おいて、意思決定システムを

整備しているか 

□意思決定システムにおい

て、意思決定の権限等を明確

にしているか 

□意思決定システムは、規

則・規程等で明確にしている

か 

 

 

 

 

４ 

事業計画、組織図に基

づき、意思決定システム

は確立している。各種会

議、稟議書、予算確認書等

の手段をとって、適正に

意思決定が行われてい

る。報告・連絡・相談が徹

底され以前よりコミュニ

ケーションが図られてい

る。 

決定項目によって、事

務局長、教務部長、課長、

主任等への更なる権限委

譲を図り、より効率的か

つ迅速な意思決定及びア

クションが必要となる。 

情報の共有と報告・連 

絡・相談といったコミュ 

ニケーションの充実を 

図り、リスクマネジメン 

トを充分に考慮した迅 

速かつ的確な意思決定 

を実施するよう努める。 

事業計画書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

意思決定システムは確立していると考える。各会議は、会議の位置づけ等々を明

確化しているが、重要なことは学校運営が滞りなく行われることである。学校運

営で生じた様々な問題を早期に発見し、解決策を立て実行、検証することを念頭

に行動されている。 

目標達成のため、その目標を前提として、教職員一人ひとりが自分の目標を明確

化し、それを日々の業務に落とし込んでいるが、各自が自分の業務を遂行するこ

とで、学校の目標達成に貢献している。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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2-7 情報システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1  情報シス

テム化に取組み、

業務の効率化を

図っているか 

□学生に関する情報管理シ

ステム、業務処理に関する

システムを構築しているか 

□これらシステムを活用

し、タイムリーな情報提供、

意思決定が行われているか 

□学生指導において、適切
に（学生情報管理）システ
ムを活用しているか 
□データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか 
□システムのメンテナンス
及びセキュリティー管理を
適切に行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

AS システム、出欠管

理システム、e-ラーニン

グシステム、e-ボードシ

ステム、サクセスナビシ

ステムといった、学生管

理・成績管理・出席管

理・教育コンテンツ・就

職情報提供システムなど

が整備されている。        
また、BSC や VISTA  
ARTS といったグループ

サポート企業による PC
やシステムの維持管理も

充実している。 

特に e-ラーニング、サ

クセスナビ、e-ボードと

いった教育・就職・各種

情報提供システムの学

生の利用率の向上と効

果の検証をすることが

必要と思われる。 

学生をサポートする

各種情報システムを学

生に周知させ、利用を更

に促進すべく、ホームル

ーム等を利用しシステ

ムの有効性や活用方法

の浸透に力を入れる。 

学生便覧 

各種告知カード 

COM-portal 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各セクションの情報システム化、その結果としての業務の効率化は推進されてい

る。それは、業務マニュアル化とシステム化が推進されたことと、グループ内サ

ポート企業のコンピュータ関連会社の協力で、情報の一元化に成果が現れてきた

ことによると考える。 

学生の教育・就職・学費入金等、学生に関わる情報処理についてはすべて一元化

された運営を行っており、そのため学生情報にブレがないシステム構築となって

いる。 また、システムの効率化だけではなく、必要な場合、関連部署・企業と

の連携のより、二重チェックできる体制もできている。 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



１６ 
 

基準３ 教育活動 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育活動は、滋慶学園グループの理念、「実学教育」

「人間教育」「国際教育」をもとに、構築されている。 

 

教育システムとして、独自の「産学連携教育システ

ム」を構築しており、このシステムにより、業界で即

戦力となりうる人材を育成、輩出できている。 

 

 教育目標達成のためのカリキュラムは、入学前か

ら卒業まで、体系的に編成されている。 カリキュラ

ムは学科に関わるもののみならず、社会的・職業的自

立を目指し、「キャリア教育」の視点に立ったものに

なっている。 

 

 授業改善、教職員・講師の資質向上等を目的とし、

授業評価を実施しているが、これを通して講師や学

生の状況を正確に把握し、総合的な判断ができる要

因となっている。 

 

 成績評価・単位認定の基準を明確にし、学生指導を

行っているが、明確な基準と共に、柔軟な対応ができ

る余地を残すことで、すべての学生が学科の目標を

達成した上で、進級・卒業できる体制を作っている。 
 

 資格取得については、国家検定である「レストラン

サービス技能検定」、「ブライダルコーディネイト検

定」に向けてのカリキュラムが整っている。 

教育活動は、滋慶学園グループの理念、「実学教

育」「人間教育」「国際教育」をもとに、継続して行

っていく必要がある。 

 

職業教育は常に業界と密接な関連を持たなけれ

ば、教育目標、育成人材像は正しく方向づけられな

いと考えており、業界の人材行動を常にキャッチ

し、その変化に対応して養成目的や教育目標の見

直しを毎年実施していく必要がある。 

 

また、「キャリア教育」の視点で考えられている

かも見直し実施していく必要もある。 

 

今後、教育課程の編成などに、卒業生の意見も取り

入れていく必要がある。 

滋慶学園グループでは、全職員の目標として 

 １．就職率１００％（第一専門職） 

 ２．退学率０％（入学者は全員卒業してもらう） 

を掲げ、その達成のために構築した２つの重要な

システムを構築している。 

 

 第１のシステムは入学前の自己発見→自己変革

→自己確立という、自己３段階教育と、動機づけ・

目的意識づけプログラムである。入学前からの一

貫した育成システムと目的意識をもって取り組む

プログラムの組み合わせにより、モチベーション

向上を果たしている。 

 

 第２のシステムは、即戦力としての実践的技術・

知識、ビジネスマインド等を身につけるための教

育システム「産学連携教育システム」である。 

 

具体的な取組として 

①企業プロジェクト ②ダブルメジャー・カリキ

ュラム ③業界研修 ④海外実学研修 ⑤特別ゼ

ミ ⑥特別講義 

 

を通して人材育成を実践している。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 

3-8 （1/1） 
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3-8 目標の設定 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成方針、実施方

針を定めている

か 

□教育課程の編成方針、実施

方針を文書化するなど明確

に定めているか 

□職業教育に関する方針を

定めているか 

 

 

４ 
 

 

 

学生便覧に明確に記入

している。 

 

学生便覧に明確に記入

している。 

特に問題ない 

 

 

特に問題ない 

継続して明確に定めて

いく。 

 

 継続して方針を定めて

いく。 

  

学生便覧 

3-8-2 学科毎の修

業年限に応じた

教育到達レベル

を明確にしてい

るか 

□学科毎に目標とする教育

到達レベルを明示している

か 

□教育到達レベルは、理念等

に適合しているか 

□資格・免許の取得を目指す

学科において、取得の意義及

び取得指導・支援体制を明確

にしているか 

□資格・免許取得を教育到達

レベルとしている学科では、

取得指導・支援体制を整備し

ているか 

 

 

 

 

 

 

４ 
 

 

理念に基づき教育到達

レベル、学科毎の目標を

業界が求めている人材に

なるよう設定し明確に明

示している。 

資格については、取得に

向けて一人ひとりフォロ

ーを行う体制が整備され

ている。 

時代に沿った業界が求

めるレベルを継続する必

要がある。 

資格取得の合格率を高

めていく必要がある。 

 業界のニーズや環境を

的確に捉え、継続して到

達レベルの設定や見直し

をする必要がある。 

 多くの教員・講師と連

携し、様々な角度からフ

ォローできる体制を築い

ていく必要がある。 

 資格取得に向けて、計

画的な目標や到達度を設

定する必要がある。 

学生便覧 

授業カリキュラム 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育活動は、滋慶学園グループの理念、「実学教育」「人間教育」「国際教育」

をもとに、構築されている。 

毎年、業界の変化に合わせて各学科カリキュラムの見直しを行っている。 

業界の方の意見を取り入れ、「人間性」の部分も業界にあった人材育成をおこ

なっている。 

 

業界の情報を得るため、積極的に各協会で行われる協議会に出席し、業界の

ニーズを的確に捉え教育を行っている。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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3-9 教育方法・評価等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・

目標に沿った教

育課程を編成し

ているか 

□教育課程を編成する体制

は、規程等で明確にしてい

るか 

□議事録を作成するなど教

育課程の編成過程を明確に

しているか 

□授業科目の開設におい

て、専門科目、一般科目を適

切に配分しているか 

□授業科目の開設におい

て、必修科目、選択科目を適

切に配分しているか 

□修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、適切な教育内容を提供

しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、講義・演習・実習等、適

切な授業形態を選択してい

るか 

□授業科目の目標に照ら

し、授業内容・授業方法を工

夫するなど学習指導は充実

しているか 

□職業実践教育の視点で、

授業科目内容に応じ、講義・

演習・実習等を適切に配分

しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
 

業界と教員で教育課程

を編成され明確な規定が

定められている。 

 

教育課程編成の議事録

は作成されている。 

 

授業科目については、

すべてにおいて的確に配

分されている。 

 

授業時間数、単位数の

明示及び、各授業、科目

が目標設定されており適

切な教育内容を提供して

いる。 

 

 授業科目の目標に照

らし、講義、演習、実

習など適切な授業形態

により提供し、授業内

容や方法の工夫を行っ

ている。 

 

 職業実践教育の視点

で、授業科目の内容に

応じている。 

業界で必要とされる教

育内容は日々変わってい

くので、その変化に対応

する必要がある。 

 

複合コースにおけるカ

リキュラムの見直しが必

要である。 

授業内容や目標設定な

ども業界のニーズに対応

し常に改善を図ってい

く。 

 

コースごとの特性を生

かしたカリキュラムを作

成する。 

学生便覧 

授業カリキュラム 
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3-9 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1続き □職業実践教育の視点で教

育内容・教育方法・教材等工

夫しているか 

□単位制の学科において、

履修科目の登録について適

切な指導を行っているか 

□授業科目について、授業

計画（シラバス・コマシラバ

ス）を作成しているかを 

□教育課程は定期的に見直

し改定を行っているか 

 

 

 

 

 

 

教育内容など年一回見

直しを行い、業界講師の

意見を取り入れ科目ごと

に工夫している。 

1 コマごとに授業計画を

立てている。履修科目は

AS システムに管理するよ

う指導している。 

業界が必要とする内容

にする。 

教育方法など各講師ば

らつきもあるので統一す

る事も必要である。 

オンラインによる授業

における、教育の質の低

下が懸念される。 

常に業界と情報共有を

行い、教育内容を見直す

体制を強化していく。 

教育方法など統一する

ように各講師と分科会を

行い連携強化していく。 

オンライン教育の勉

強会を実施し、教育の質

を向上していく。 

授業カリキュラム 

AS システム 

学生便覧 

3-9-2 教育課程に

ついて、外部の意

見を反映してい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、在校生・卒業生の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、関連する業界・機

関等の意見聴取や評価を行

っているか 

□職業実践教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 

 

 

 

 

 

４ 

教育課程編成委員会を

年間２回開催し、さらに

在校生、卒業生、地域住

民、業界の意見を取り入

れ教育課程の評価を行っ

ている。 

インターンシップで就

職先など業界より評価を

頂いている。 

卒業生の意見も取り入

れている。 

業界が求める内容も

日々変わっていくため、

様々な意見を取り入れな

がら教育に反映させる必

要がある。 

 同窓会などで、卒業生

より意見聴取の場を設定

する。また、業界とのかか

わりを強化していく。 

 業界団体の会合に参加

して現在の業界が求めて

いるものを把握してお

く。 

授業アンケート 

授業カリキュラム 

インターンシップ評

価表 

3-9-3 キャリア教

育を実施してい

るか 

□キャリア教育の実施にあ

たって、意義・指導方法等に

関する方針を定めているか 

□キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か 

 

 

 

 

 

４ 

キャリア教育研修、キャ

リアロードマップ作成な

どを使用し方針を明確に

している。 

各科「業界見学」や「挨

拶運動」など行い工夫を

行っている。 

キャリア教育は学校全

体で取り組みを行うため

個々の理解度や重要性に

差がでている。 

常に学生のキャリア教

育になる視点を持ち工夫

することが必要である。 

 各研修などに参加し情

報共有を行う必要があ

る。 

 業界との連携強化を行

い学生一人一人のキャリ

ア視点が高まるように工

夫していく。 

キャリア教育 

ロードマップ 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3続き □キャリア教育の効果につ

いて卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 

 

 

就職先には、評価表にて

意見や評価を頂いてい

る。 

卒業生からの意見をも

っと多く取り入れる必要

がある。 

 同窓会などで、卒業生

からも評価をいただく。 

インターンシップ評

価表 

3-9-4 授業評価を

実施しているか 

□授業評価を実施する体制

を整備しているか 

□学生に対するアンケート

等の実施など、授業評価を

行っているか 

□授業評価の実施におい

て、関連業界等との協力体

制はあるか 

□教員にフィードバックす

る等、授業評価結果を授業

改善に活用しているか 

 

 

 

 

 

 

４ 

前期、後期の２回授業評

価を行うために、授業ア

ンケートを実施してい

る。 

業界講師の担当授業の

評価は業界視点で行い、 

授業アンケートの結果

は、教員に回覧し授業改

善に活用している。 

授業アンケートに出て

こない学生からの要望が

あるので その都度先生

に確認をとる。 

常に業界講師には業界

視点のレベルで評価を行

っていく必要がある。 

各講師にも授業アンケ

ート結果を回覧し授業改

善に取り組む。 

授業アンケート 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学科ごとの到達目標を設定し、２年間、３年間で確実に到達できる水準を定めて

いる。 

教育期間内での到達に関しては、目標に即したカリキュラムにより授業を行って

おり授業評価も年２回前期、後期に分け適切に実行されている。 

業界で必要となる人材を育成できるように、外来講師の先生や、キャリアセンタ

ーからの情報を基にカリキュラムの編成を行い、常に業界ニーズを把握できるよ

うに心がけている。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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3-10 成績評価・単位認定等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1 成績評価・

修了認定基準を

明確化し、適切に

運用しているか 

□成績評価の基準について、

学則等に規定するなど明確

にし、かつ、学生等に明示し

ているか 

□成績評価の基準を適切に

運用するため、会議等を開く

など客観性・統一性の確保に

取組んでいるか 

□入学前の履修、他の教育機

関の履修の認定について、学

則等に規定し、適切に運用し

ているか 

 

 

 

 

 

 

４ 

成績評価の基準は学生

便覧に記載しており、明

確に設定している。年 1回

進級、卒業認定会議を実

施している。学生へは成

績通知書や証明書で明示

している。 

入学前履修制度は、学則

にも履修の認定を明記し

ている。 

現在の評価で問題ない

が、国際的視点で基準を

変更する場合も将来的に

は考えられる。 

現時点では、入学前履修

制度の事例はないが、履

修認定が必要な場合は的

確に運用していく。 

必要な場合に国際基準

に評価を変更する。また、

履修認定の内容を把握す

る必要がある。 

成績証明書 

学生便覧 

進級、卒業認定会議

資料 

3-10-2 作品及び

技術等の発表に

おける成果を把

握しているか 

□在校生のコンテスト参加

における受賞状況、研究業績

等を把握しているか 

 

 

４ 

学内外における各種コ

ンテストの参加や受賞状

況は把握している。 

技術向上のためコンテ

ストに参加する学生数を

増やす。 

 コンテストに出場し、

技術の向上などを図るそ

の重要性を伝える必要が

ある。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価・単位認定については、学則に則り、明確な基準を設け、学生便覧にも

記載している。 

また、教職員、講師、学生に周知徹底されている。 

コンテストについても、受賞状況などは把握できている。 

成績は１００点満点～６０点までを認定とし、A～C判定をしている。 

５９点～０点は D判定とし、不合格となる。 

学生便覧に記載し、ガイダンス時から学生には徹底している。講師にも教育指導

要領に記載して詳しく説明し、理解・対応してもらっており、周知徹底できてい

ると考えている。 

 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 



２２ 
 

 

3-11 （1/1） 

3-11 資格・免許取得の指導体制 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課  題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とす

る資格・免許は、

教育課程上で、明

確に位置づけて

いるか 

□取得目標としている資

格・免許の内容・取得の意

義について明確にしている

か 

□資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

４ 

国家検定であるレスト

ランサービス技能検定に

ついては、厚生労働大臣

指定試験機関 一般社団

法人日本ホテル・レスト

ランサービス技能協会の

決められたカリキュラ

ム、施設が整っている。 

民間資格及び認定資格

については、取得意義な

どあまり伝わっていな

い。 

 

特に問題はない。 

 民間資格および認定資

格の利点を伝える取得意

義を明確にする。 

 

 継続し授業を明確にす

る。 

学生便覧 

授業カリキュラム 

3-11-2 資格・免

許取得の指導体

制はあるか 

□資格・免許の取得につい

て、指導体制を整備してい

るか 

□不合格者及び卒後の指導

体制を整備しているか 

 

 

４ 

資格のある教員や講師

により指導体制を整備し

ている。 

在校生に補講等指導体

制は整備している。 

補講の未受講者が以前

より増えており問題であ

る。 

 継続的に卒業生の補講

対象者支援を強化する。 

学生便覧 

授業カリキュラム 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

国家検定である、レストランサービス技能検定については、協会の指定科目、設

備が整っており、授業を行う充実した体制が整っている。 

各種、資格に対しても、資格取得に向けたカリキュラムが整っている。 

ブライダル・ホテル・エアラインなどのホスピタリティ・接客業界は、必ずしも

資格が必要ではないが、就職の際に有利になると思われ、就職先で、資格が生か

されている。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 



２３ 
 

3-12 （1/2） 

3-12 教員・教員組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件

を備えた教員を

確保しているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める能力・資質等を

明確にしているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める必要な資格等

を明示し、確認しているか 

□教員の知識・技術・技能レ

ベルは、関連業界等のレベル

に適合しているか 

□教員採用等人材確保にお

いて、関連業界等と連携して

いるか 

□教員の採用計画・配置計画

を定めているか 

□専任・兼任（非常勤）、年齢

構成、男女比など教員構成を

明示しているか 

□教員の募集、採用手続、昇

格措置等について規程等で

明確に定めているか 

□教員一人当たりの授業時

数、学生数等を把握している

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
 

 

授業科目に能力など明

確にしており、必要な資

格がいる場合証明書で確

認している。 

教員は業界出身者であ

り、レベルは適合してい

る。 

また、人材確保について

も業界とも連携してい

る。 

グループとして採用計

画・配置計画を定めてお

り規定も明確になってい

る。 

各教員の授業数や学生

数は時間割、出席簿にて

把握できている。 

教員によりレベルにば

らつきがある。 

教科により人材確保が

難しい場合がある。 

授業数にばらつきがあ

る。 

 FD 研修を通して教員の

勉強会を開催しレベル UP

を図っていく必要があ

る。 

 業界と連携し必要な人

材を紹介していただく。 

 教員にばらつきがない

ように授業調整を行う必

要がある。 

履歴書 

各証明書 

社員名簿 

講師名簿 

求人票 

時間割 

 

 



２４ 
 

3-12 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2 教員の資

質向上への取組

みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を把

握・評価しているか 

□教員の資質向上のための

研修計画を定め、適切に運用

しているか 

□関連業界等との連携によ

る教員の研修・研究に取組ん

でいるか 

□教員の研究活動・自己啓発

への支援など教員のキャリ

ア開発を支援しているか 

 

 

 

 

 

 

４ 

教員の専門性や教授力は授

業評価アンケートにより評

価している。資質向上の研修

は、滋慶学園グループの JESC

（滋慶教育科学研究所）が中

心となり各種研修を行って

いる。 

また、各企業・団体の研修

にも参加している。 

教員も各種協会・団体のコ

ンテストや資格取得など支

援いえいる。 

授業評価アンケート以外

の評価も必要である。滋慶学

園グループの研修は、学生指

導のスキルアップやマイン

ドが中心のため、専門分野の

研修を行う必要もある。各企

業・団体の研修内容が専門性

に沿っているか見極める必

要がある。 

研修同様資格など必要性

があるか見極め支援してい

く。 

 FD 研修を通して資質向

上をはかる。 

定期的に授業参加し適切

であるか評価する。 

 各研修内容を事前に調

査し参加の有無を見極め

る。 

授業アンケート 

年間スケジュール 

資格証明書 

3-12-3 教員の組

織体制を整備し

ているか 

□分野毎に必要な教員体制

を整備しているか 

□教員組織における業務分

担・責任体制は、規程等で明

確に定めているか 

□学科毎に授業科目担当教

員間で連携・協力体制を構築

しているか 

□授業内容・教育方法の改善

に関する組織的な取組があ

るか 

□専任・兼任（非常勤）教
員間の連携・協力体制を構
築しているか 

 

 

 

 

 

 

３ 

分野毎、各学科に責任者

を配置し明確にしてい

る。 

毎週会議を行い教員が

連携や協力体制が取れる

ように行っている。 

授業内容は業界の意見

も取り入れ各学科で取り

組んでいる。 

毎年講師勉強会、講師会

を開催し連携、協力でき

る態勢がある。 

責任は定めているが、複

数学科を兼任している状

況がある。 

講師会に出席しない講

師への対応強化。 

運営者を育てる取り組

みを実施する。 

講師会に出席しない講

師へは、個別に対応し連

携し協力体制を構築して

いく。 

事業計画書組織図 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教員、講師について採用の際は、資格、免許を確認し行っている。 

講師についても、業界で活躍されている方に依頼し授業をおこなっている。 

教員の自己啓発、研修などをおこなっている。 

教員への検定・資格を習得するなど積極的に支援をおこなっている。 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



２５ 
 

基準４ 学修成果 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

学修成果は目標達成の努力の結果であるが、本校

では、専門分野就職者、資格取得の目標を学修成果

とし学校運営を行っている。 

 

就職希望者全員の就職を達成しているが就職希

望者の内、全員が第一専門職で就職できていな現状

がある。 

 

専門分野での就職率（第一専門職での就職）を第

一に考え就職サポートの向上を図ることが課題と

なる。 

 

第一専門職種への「職業観」育成のため、特別講

義、就職講演等、段階を得て実施。 

 

 保護者会や第三者を通じ、保護者の支援を得なが

ら、学生と保護者、学校が一体となり、ひとり一人

を大切に第一専門職種への就職率を向上させる。 

 

就職早期内定者が前年より早いペースで決まっ

ており学修成果が上がっている。 

 

本校では第一専門就職率１００％を達成するた

め、キャリアセンターを中心に、就職情報の管理等

のシステムを構築している。 

 

また就職支援のためサクセスナビシステムで姉

妹校との情報共有や合同企業説明会などでグルー

プ力を活かしたサポートを行っている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 安永 宣雅 



２６ 
 

4-13 （1/1） 

4-13 就職率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の

向上が図られて

いるか 

□就職率に関する目標設定

はあるか 

□学生の就職活動を把握し

ているか 

□専門分野と関連する業界

等への就職状況を把握して

いるか 

□関連する企業等と共催で

「就職セミナー」を行うな

ど、就職に関し関連業界等

と連携しているか 

□就職率等のデータについ

て適切に管理しているか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

就職希望者全員の第一

専門職への就職を目標と

する。その為に、学生の

就職活動状況を詳細に把

握し、それをもとに一人

ひとりに対応した就職支

援を行うと共に、就職セ

ミナーなどの支援イベン

トを実施している。ま

た、開校以来､キャリア

センターで全ての情報を

管理している｡ 

就職を希望しない学

生の動機付け・対応が課

題である。 

就職活動への早期取

り組み。 

常に最新情報を把握

している。 

常に最新情報を把握

している。 

 

教職員による参加促

進指導の強化。 

 

 

教職員全員が閲覧で

きるようにしている。 

前年度月別就職実績表 

定期的情報資料 

就職登録票 

e-Board 

学内掲示板 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業式までに就職希望者全員の進路決定を目指し実行されている。 就職指導用の個別リストを作成し、教職員全員が個々の状況を把握することがで

きる。また、就職イベント・面接指導等を行い、学生一人ひとりを対応し就職指

導を行っている。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 安永 宣雅 



２７ 
 

4-14 （1/1） 

4-14 資格・免許の取得率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免

許の取得率の向

上が図られてい

るか 

□資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか 

□特別講座、セミナーの開

講等授業を補完する学習支

援の取組はあるか 

□合格実績、合格率、全国

水準との比較など行ってい

るか 

□指導方法と合格実績との

関連性を確認し、指導方法

の改善を行っているか 

 

 

 

 

 

 

３ 

資格取得者数は、毎年

事業計画内で設定してい

る。 

特別講義やセミナーの

学習支援も計画的に行っ

ている。コミュニケーシ

ョンスキルアップ検定は

全国水準と比較し、指導

方法も改善をおこなって

いる。資格取得率は向上

している。 

 資格取得者数や、全国

水準の把握が全教員に

共有できていない。 

 その他の資格につい

ても共有が十分ではな

い。  

 会議で報告を徹底し

全教員で共有していく。 

資格取得に向け、講師

と内容を常に打ち合わ

せを行う必要がある。 

 各資格、全国水準を把

握し比較していく。 

事業計画書 

年間スケジュール 

検定合格通知 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

補講を開催するなど、資格取得向上に向けて取り組みを行っている。  

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 



２８ 
 

4-15 （1/1） 

4-15 卒業生の社会的評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1  卒業生の

社会的評価を把握

しているか 

□卒業生の就職先の企業・

施設・機関等を訪問するな

どして卒後の実態を調査

等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参

加における受賞状況、研究

業績等を把握しているか 

 

 

 

 

３ 

同窓会やイベント来

校時に状況把握し、定期

的企業訪問を行ってい

る。 

卒業後、転職等で連絡

がつかず、状況が把握で

きない卒業生もいる。 

卒業生の受賞、研究業

績の把握は充分とはい

えない。 

遠方等で状況把握が

困難な場合は、同窓会や

学校主催イベントを通

して現状確認する必要

がある。 

学校案内書 

定期的情報資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「学校の評価は卒業生で決まる」と言っても過言ではない。本校では、卒業生の

支援を充実させ、1 期生から同窓会組織を設け、情報の交流・交換等を行い、相

互協力関係を有意義なものとしなければならない。 

卒後教育セミナーの実施、「生涯就職支援」による転職・再就職の支援等を積極

的に行うべく計画されている。 

卒業生の生涯教育の一環として、卒後教育セミナーを継続的に実施しなければな

らない。また、卒業生のデータクリーニングは非常に重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 安永 宣雅 



２９ 
 

基準５ 学生支援 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

学生が目標を達成できるように、物心両面の環境を

整備していくことで支援に繋がると考える。しかし、

支援はあくまでも支援である。例えば、健康の維持は

学業目標達成には欠かせない事項であり、本校でも健

康診断にとどまらず、多くの支援体制を築き上げてい

るが、学生本人が健康管理についての自覚を持たない

場合、支援は効果がない。それゆえ、学生支援はまず

学生の自立的行動を促すことから始めている。 

  

 学生支援には、①就職 ②学費 ③学生生活 ④健

康 などの分野で行っているが、それぞれの分野で対

応できる担当部署及び担当者を置いている。 

①就職については、専門部署であるキャリアセンタ

ーを設置し、担任との強い連携をとりながら、就職の

相談、斡旋、面接他各種指導などの支援をしている。 

 ②学費については、相談窓口として事務局会計課を

置き、提供できる学費面でのサービスをアドバイスす

るファイナンシャルアドバイザーにより支援してい

る。 

 ③学生生活については、担任及び副担任制により行

うが、それ以外にも JTSC（ジケイトータルサポートセ

ンター）という悩みや相談を受ける専門部署を設置、

支援している。 

 ④健康については、滋慶学園グループのクリニック

である慶生会クリニック福岡が担当し、在学中の健康

管理を支援している。 

 

一人ひとりの学生動向をキャリアサポートアン

ケートや定期的なアンケートの実施により把握し

早期対応を行う事で中途退学者を減らしていく必

要がある。 

 

近年メンタル面が弱い学生や、学習障害（LD)、

ADHD などの学生が多くなっているため JTSC と連携

を図り学生支援体制を強化する必要がある。 

 

留学生の生活指導を強化し支援を行っていく必

要がある。 

 

課外活動として 福岡の姉妹校とともにクラブ

活動に支援があり、学生が満足できる環境は、整っ

ている。 

 

食事面のサポートも、ジケイレストランがあり、

低価格で充実した食事を朝、昼、夕食で提供し、 

健康面の支援を行っている。 

 

学校の施設も、授業外に実習室を開放し、使用で

きる環境も整えている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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5-16 （1/1） 

5-16 就職等進路 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進

路に関する支援

組織体制を整備

しているか 

□就職など進路支援のため

の組織体制を整備している

か 

□担任教員と就職部門の連

携など学内における連携体

制を整備しているか 

□学生の就職活動の状況を

学内で共有しているか 

□関連する業界等と就職に

関する連携体制を構築して

いるか 

□就職説明会等を開催して

いるか 

□履歴書の書き方、面接の

受け方など具体的な就職指

導に関するセミナー・講座

を開講しているか 

□就職に関する個別の相談

に適切に応じているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

キャリアセンターという

就職専門部署があり、就職

担当が学生ひとり一人の要

望に応じる為､個別に面談

を実施している｡その上で、

担任と常に連携を図り情報

を共有すると共に、就職出

陣式、合同企業説明会、履歴

書指導、面接指導、求人獲

得、内定獲得交渉などあら

ゆる支援を行っている。 

 

また就職担当者は、定期

的に企業訪問しており、業

界の変化やニーズなど様々

な情報を収集して、教務部

にフィードバックし、学生

指導に努めている。 

少人数ではあるが、就

職を希望しない学生が

おり、彼らに対する動機

付けと就職意識の確立

が必要である。 

 

また、内定獲得後に校

内掲示をしているが、個

人的な事由で掲示を辞

退する学生がいる。 

週一の会議にて問題・

報告等の摺り合わせを

おこない、一人ひとり対

応するようにしている。 

 

就職出陣式や就職セ

ミナー、合同企業説明会

など各種就職イベント

を通して、早期就職活動

への意識と動機づけを

強化する。 

月別就職実績表 

校内掲示板 

参加企業一覧 

履歴書 

サクセスブック 

就職登録票 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職の専門部署であるキャリアセンターを設け、就職専任担当が個別指導から就

職イベント開催まであらゆる就職支援を行っている。 

また、インターネットによる求人アクセスや、就職指導ノートの作成等を行うな

ど様々なサポート制度が実行されている。 

本校独自の就職支援である「サクセスナビ」「e-Board」等を開発し、多くの企業

を校内へ招聘する「合同企業説明会」などの就職イベントを開催している。また、

インターンシップの受け入れ企業開拓・求人開拓などを行っている。本年度より

滋慶学園グループ全ての求人情報を携帯端末にて閲覧できるシステムを構築。

ID・パスワードを毎年 更新しており閲覧が制限されている。 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 安永 宣雅 
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5-17 （1/1） 

5-17 中途退学への対応 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか 

□指導経過記録を適切に保

存しているか 

□中途退学の低減に向けた

学内における連携体制はあ

るか 

□退学に結びつきやすい、

心理面、学習面での特別指

導体制はあるか 

 

 

 

 

 

４ 

指導内容は、出席管理シス

テムに個別入力を行いデー

タ管理し、毎年中途退学者

数や要因など把握してい

る。また、毎週会議で各クラ

スの学生状況を共有し連携

をとっている。職員以外に

専任カウンセラーがおり、

心理面のサポート体制も整

っている。非常勤講師との

学生情報共有に関しては改

善している。 

退学者を減らすため

に細かく分析する必要

がある。 

データ管理方法も担

任によりにばらつきが

ある。 

退学者を減らすため

には、一人ひとりの個別

対応を強化する。 

データ管理も的確に

行い共有していく必要

がある。 

退学者名簿 

出席管理システム 

教務会議議事録 

JTSCポスター 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、入学者目標と退学者目標を設定し、目標の達成度合いを確認・管理してい

るので、各年度の数字は明確になっている 

入学後から個別カウンセリングを行い、退学者減少に力を入れている。 

一人ひとりの出席状況も把握するようにしている。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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5-18 学生相談 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談

に関する体制を

整備しているか 

□専任カウンセラーの配置

等相談に関する組織体制を

整備しているか 

□相談室の設置など相談に

関する環境整備を行ってい

るか 

□学生に対して、相談室の

利用に関する案内を行って

いるか 

□相談記録を適切に保存し

ているか 

□関連医療機関等との連携

はあるか 

□卒業生からの相談につい

て、適切に対応しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

専任カウンセラーを

JTSC に配置し相談でき

る体制を整備している。 

学生へは、専任カウン

セラーのポスター掲示や

全員に専用カードを配布

している。 

学園専用の病院「慶生

会クリニック」があり連

携が取れている。 

卒業生相談は職員が適

切に対応している。 

JTSC 専任カウンセラ

ーを認知していない学

生が一部いる。 

 JTSC の告知を強化し

ていく。 

  

今後も卒業生への相

談も継続して行う。 

JTSCポスター 

出席管理システム 

慶生会クリニックポス

ター 

 

5-18-2 留学生に

対する相談体制

を整備している

か 

□留学生の相談等に対応す

る担当の教職員を配置して

いるか 

□留学生に対して在籍管理

等生活指導を適切に行って

いるか 

□留学生に対し、就職・進

学等卒業後の進路に関する

指導・支援を適切に行って

いるか 

□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

留学生オリエンテーシ

ョンを開催し、生活指導

も行っているが、担任の

他に教務部長が担当者と

なり、個別に留学生対応

を行っている。対応内容

は出席管理システムなど

に入力している。 

また、就職・進学の支

援も行っている。 

就職が困難である。

（ビザが下りない） 

担当者を決め、定期的

に記録している。 

 就労ビザは法改正が

必要である。  

 留学生情報は、些細な

事も入力していく。 

 定期的な留学生ミー

ティングが必要である。 

留学生オリエンテー 

ション資料 

出席管理システム 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生相談につきましては、基本的に担任、または教務部長が対応を行っている。

また、JTSCの活用方法を見直す必要もある。 

留学生については、グループ内国際交流センター主催で文化の違いや生活ルール

などにも指導を行い日本で暮らすためのサポート体制が整っている。 

不登校（長欠者）などには、各担任が学生を一人ひとり大切に対応する事で、学

校に登校するようになり、効果は上がっている。また、保護者との連携もうまく

とれている。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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5-19 （1/2） 

5-19 学生生活 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経

済的側面に対す

る支援体制を整

備しているか 

□学校独自の奨学金制度を
整備しているか 
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか 
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか 
□公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 学校には、「学費サポー

トプラン」や学園独自の

「滋慶奨学金」など充実

した支援があり、学生や

保護者へも情報提供して

いる。学校には、学費に

関する専門の相談部署も

配置し分納計画なども対

応している。 

 また、大規模災害時に

安否を確認できるシステ

ムも整備されている。 

 経済的支援情報は、AS

システムにて実績を把握

できる状況が整ってい

る。 

安否確認システムで

アドレス変更の申し出

が一部行われていない

学生がいる。 

安否確認システムの重

要性を再度伝え、アドレ

ス変更を行わせる。 

 担任による定期的な

アドレスの確認を行う。 

安否確認システム 

学生募集要項 

学費サポートプラン 

AS システム 

5-19-2 学生の健

康管理を行う体

制を整備してい

るか 

□学校保健計画を定めてい
るか 
□学校医を選任しているか 
□保健室を整備し専門職員
を配置しているか 
□定期健康診断を実施して
記録を保存しているか 
□有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか 
 

 

 

 

 

 

４ 

健康診断の時期など明

確に定めていて、結果は

鍵付きのキャビネットに

厳重に保管されている。

学校には、保健室を配置、

また、慶生会クリニック

に学校医が常駐してい

る。 

再検診は各個人宛に案

内を行っている。 

保健室には専門職員

を配置していない。 

再検診を受診してい

ない学生がいる。 

専門職員の配置も検

討しなければならない。 

個別に対応し再検査

を受診させる。 

年間スケジュール 

慶生会クリニック案内 

健康診断結果 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 続き □健康に関する啓発及び教
育を行っているか 
□心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か 
□近隣の医療機関との連携
はあるか 

 

 

 

授業やホームルームで体調管

理方法など啓発している。 

慶生会クリニックや JTSC に

専任カウンセラーを配置して

いる。 

近隣に学校附属の慶生会クリ

ニックがあり連携している。 

クラスによりばらつ

きがある。 

専任カウンセラーを

認知していない学生が

いる。 

特に問題はない。 

 時期を決め定期的に

行っていく必要がある。 

定期的に告知してい

く必要がある。 

健康診断受診表 

5-19-3 学生寮の

設置など生活環

境支援体制を整

備しているか 

□遠隔地から就学する学

生のための寮を整備して

いるか 

□学生寮の管理体制、委

託業務、生活指導体制等

は明確になっているか 

□学生寮の数、利用人員、

充足状況は、明確になっ

ているか 

 

 

 

 

４ 

ジケイ･スペース㈱が

管理する学生専用寮が６

寮あり、利用人数など把

握している。寮長より生

活指導も行われている。 

分割納入など支援体制

を強化。 

専用寮との学生の情

報共有が必要である。 

 

 定期的に情報交換の

場をもうける。 

寮パンフレット 

5-19-4 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

るか 

□クラブ活動等の団体の

活動状況を把握している

か 

□大会への引率、補助金

の交付等具体的な支援を

行っているか 

□大会成績など実績を把

握しているか 

 

 

 

４ 

 姉妹校も含めクラブ活

動状況は把握できてい

る。 

 大会引率、備品、施設

料など支援し、大会の実

績も把握できている。 

特に問題はない。 継続して活動状況を

把握していく必要があ

る。 

クラブ活動パンプレッ

ト 

大会結果一覧 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学園生活をよりよく生活できる為に、支援体制が整っている。 

学園内での交流できるクラブ活動も盛んに行われており、専門教育以外での活動

も支援している。 

専門学校体育大会などで入賞し優秀な成績も収めている。 

専用寮も 6寮完備され快適な生活が送れる環境も整っている。 

                            
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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5-20 保護者との連携 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者と

の連携体制を構

築しているか 

□保護者会の開催等、学校

の教育活動に関する情報提

供を適切に行っているか 

□個人面談等の機会を保護

者に提供し、面談記録を適

切に保存しているか 

□学力不足、心理面等の問

題解決にあたって、保護者

と適切に連携しているか 

□緊急時の連絡体制を確保

しているか 

 

 

 

 

 

４ 

年１回保護者会を開催

し出席率や成績など報

告している。また、学生

面談時や、緊急時、心理

面で問題がある場合等

はその都度保護者へ連

絡をいれ連携をとって

いる。 

個人面談記録は、出席

管理システムに入力し

ている。 

保護者会に参加しな

い方や学力不足の保護

者との連携が必要であ

る。 

 保護者へは個別に対

応していく必要がある。 

 学力不足の保護者に

も連絡をいれどのよう

な支援が必要かを共に

考えていく必要がある。 

保護者会案内 

出席管理システム 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

保護者へは年１回保護者会を開催し学生状況や成績、出席状況を報告している。 

欠席者へも保護者へ連絡を入れ、常に連携をとっている。 

毎年 10 月に保護者会を開催している。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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5-21 卒業生・社会人 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1 卒業生へ

の支援体制を整

備しているか 

□同窓会を組織し、活動状

況を把握しているか 

□再就職、キャリアアップ

等について卒後の相談に適

切に対応しているか 

□卒業後のキャリアアップ

のための講座等を開講して

いるか 

□卒業後の研究活動に対す

る支援を行っているか 

 

 

 

 

３ 

同窓会を組織し、活動

状況を把握している。 

同窓会時や個別に対応

している。 

現在、卒業生への講座

を計画中である。 

現在、卒後の研究支援

はおこなっていない。 

同窓会組織の充実､よ

り多くの卒業生に参加

を促進｡ 

毎年､再就職や転職の

相談を受けているが､よ

り多くの卒業生に上記

の件を促す｡ 

時間経過とともに卒

業生の状況把握が困難

になる場合がある。 

一人でも多く参加で

きる同窓会企画を立案

する。 

郵送のみでなく､ホー

ムページ上でも案内を

行い､随時確認できるも

のを構築させる｡ 

 

5-21-2 産学連携

による卒業後の

再教育プログラ

ムの開発・実施に

取組んでいるか 

  

□関連業界・職能団体等と

再教育プログラムについて

共同開発等を行っているか 

□学会・研究会活動におい

て、関連業界等と連携・協

力を行っているか 

 

 

 

３ 

 

現在、卒後の共同開発

は行っていない。 

現在、学会業界と連携・

協力は行っている。 

関連業界と共に再教

育プログラムはまだ開

発できていない。 

今後関連業界との連

携強化の下、適切かつ効

果的な再教育プログラ

ムを開発する。 

 

5-21-3 社会人の

ニーズを踏まえ

た教育環境を整

備しているか 

□社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか 
□社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか 
□図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか 
□社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

学則に明記されてい

る。但し現在まで認定事

例はない。 

導入していない。 

社会人学生に関わらず

全学生、規則に従って利

用している。 

就職個別相談は実施し

ている。 

社会人経験者への履

修情報の伝達を強化す

る。 

 

長期履修制度を導入

していない。 

入学前により詳しく

説明する。 

 

 

導入に向けて検討する。 

 

 

 

 

区別することなく全員

行っている。 

学生便覧。 

募集要項 

就職登録票 
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5-21 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「学校の評価は卒業生で決まる」と言っても過言ではない。本校では、卒業生の

支援を充実させ、１期生から同窓会組織を設け、情報の交流・交換等を行い、相

互協力関係を有意義なものとしなければならない。 

卒後教育セミナーの実施、「生涯就職支援」による転職・再就職の支援等を行っ

ている。 

卒業生の生涯教育の一環として、卒後教育セミナーを継続的に実施しなければな

らない。また、卒業生のデータクリーニングは非常に重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 安永 宣雅 



３９ 
 

基準６ 教育環境 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

最新の設備、機材など、業界で必要とされる最新・

最良のものを完備する考えで運営している。毎年、

事業計画で、予算を計上し計画通りに更新してい

る。 

 

インターンシップや学外実習について、各業界の

協力体制が整っている。 

 

海外実学研修はハワイ、スイスに提携校があり充

実した研修体制が整っている。 

 

防災に関しても、定期的に防災訓練を実施し安全

管理の体制も整っている。 

 

新型コロナ感染症の拡大に伴い、インターシップ

や学外実習、海外実学研修等の実施が制限されてい

る。 

 

定期的に点検をしているが、補修が必要な場合は

速やかに修繕する体制を整える。 

 

インターンシップ先を増加させ学生に合った研

修場所の確保する体制を整える。 

 

防災訓練も、火災や地震などあらゆる場面を設定

し行う体制を整える。 

 

 学内における実習教育の新たな展開や、海外提携

先とのオンライン教育等により、教育の質を維持

し、実学教育、国際教育の充実や体制を整える。 

 

学生数などに応じ、機材や設備に必要なものを整

え、学生の教育効果を常に考えている。また、メン

テナンスも重要で、関連企業とも連携をとってい

る。 

 

学園グループの関連サポート企業のｼﾞｹｲｽﾍﾟｰｽ㈱

は、学校施設の環境・衛生・点検・補修・改修を担

う企業であり、予算を含めて単年から中・長期的な

観点で学校のサポートを行っている。 

 

インターンシップは単なる学習効果だけではな

く、学生本人が自身のスキルをプレゼンテーション

する場となっており、また協力企業においても人材

確保の機会として捉えることで、多くの内定が生ま

れている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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6-22 （1/2） 

6-22 施設・設備等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1 教育上の

必要性に十分対

応した施設・設

備・教育用具等を

整備しているか 

□施設・設備・機器類等は設

置基準、関係法令に適合し、

かつ、充実しているか 

□図書室、実習室など、学生

の学習支援のための施設を

整備しているか 

□図書室の図書は専門分野

に応じ充実しているか 

□学生の休憩・食事のための

スペースを確保しているか 

□施設・設備のバリアフリー

化に取組んでいるか 

□手洗い設備など学校施設

内の衛生管理を徹底してい

るか 

□卒業生に施設・設備を提供

しているか 

□施設・設備等の日常点検、

定期点検、補修等について適

切に対応しているか 

□施設・設備等の改築・改修・

更新計画を定め、適切に執行

しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

学生が最良な環境で学

べるよう実習室は、業界

使用の設備・施設で、バリ

アフリーとなっている。 

図書室も整備され、専門

図書も整っている。学生

の休憩には、普通教室や

ジケイレストランを開放

し確保している。 

実習室、手洗い施設は各

階にありアルコールも配

置し衛生管理は徹底して

いる。 

感染症対策として、サ

ーモグラフィの設置、フ

ェイスシールドの着用

を徹底している。 

卒業生には必要な場合

施設を開放する場合もあ

る。 

改装などは、事業計画書

に組み込み計画的に行っ

ている。また、日常点検、

定期点検や必要な補修は

適切に対応している。 

必要に応じ環境整備を

行う事が必要になる。 

 年度ごとに必要機材や

設備、図書を整えていく

必要がある。 

事業計画書 
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6-22 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

最新の設備、機材など、業界で必要とされる最新・最良のものを完備する考えで

運営している。毎年、事業計画で、予算を計上し計画通りに更新されている。 

学生数などに応じ、機材や設備に必要なものを整え、学生の教育効果を常に考え

ている。また、メンテナンスも重要で、関連企業とも連携をとっている。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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6-23 （1/2） 

6-23 学外実習、インターンシップ等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1  学 外 実

習、インターンシ

ップ、海外研修等

の実施体制を整

備しているか 

□学外実習等について、意

義や教育課程上の位置づけ

を明確にしているか 

□学外実習等について、実

施要綱・マニュアルを整備

し、適切に運用しているか 

□関連業界等との連携によ

る企業研修等を実施してい

るか 

□学外実習について、成績

評価基準を明確にしている

か 

□学外実習等について実習

機関の指導者との連絡・協

議の機会を確保しているか 

□学外実習等の教育効果に

ついて確認しているか 

□学校行事の運営等に学生

を積極的に参画させている

か 

□卒業生・保護者・関連業

界等、また、学生の就職先

に行事の案内をしているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

学外実習等について、

事業計画書に基づいて学

科ごとに「育成目的及び

教育計画表」を作成し、

明確にしている。 

実習ノートに実施要項

やマニュアル、評価基準

を明記すると共に、実習

ノートを活用して教育効

果を確認する等適切に運

用している。 

また、効率的・効果的

に運用する為、担任、キ

ャリアセンターを中心に

実習先の指導者と連絡・

協議を図っている。 

これらにより、高い実

践力を身に付けるだけで

はなく、実習先へ就職す

るなど、就職的にも高い

効果が出ている。 

「産学連携教育」とい

うコンセプトの下、学外

実習については、特に力

を入れ、大きな効果を得

ているが、現状に満足す

ることなく、学外実習の

更なる強化と、教育効果

の拡大を図ることが重

要である。 

 

また、卒業式、入学式

等主要行事については、

実習先や就職先に随時

案内をしているが、必ず

しも出席率が高いとは

限らない。 

 

新型コロナ感染症に

より、学外実習におけ

る感染症対策や、受け

入れ先の確保が困難に

なってきている。 

定期的・継続的に関連

業界企業と合同で会議・

ミーティングを実施す

るなど、業界との連携を

強化する。 

 

実習に際しては、実習

の目的・計画・実施・検

証と学校と学生双方が、

PDCAサイクルを実施し、

教育効果の拡大を図る。 

 

また、同窓会と各種行

事・イベント・卒後教育

研修を連動するなど、業

界人である卒業生との

連携強化を図る。 

 

感染症対策の徹底

や、オンライン・ＤＸ等

を活用し、教育の効果

が低下しないように、

業界との信頼や連携の

強化を高める。 

サクセスブック 

研修ノート 

研修評価票 

研修依頼書 

研修承諾書 

告知案内文書 

 

 

 

 



４３ 
 

 

6-23 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

１年次１０月より研修を実施。３月の春休みには約９０％が研修修了。 

研修生の動きをみることで社員採用の判断ができるため、積極的に研修を受け入

れたいという企業が多い。 

更なるシステムの充実が重要である。 

・社会人としてのルールやマナーを身につけるため。 

・入社前に企業情報の把握ができるためミスマッチを防止。 

・研修期間中にやる気や能力を発揮することで内定獲得を目指す。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 早田 真樹 
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6-24 （1/2） 

6-24 防災・安全管理 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対

する組織体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□学校防災に関する計画、

消防計画や災害発生時にお

ける具体的行動のマニュア

ルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震

化に対応しているか 

□防災・消防施設・設備の

整備及び保守点検は法令に

基づき行い、改善が必要な

場合は適切に対応している

か 

□防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか 

□備品の固定等転倒防止な

ど安全管理を徹底している

か 

□学生、教職員に防災教育・

研修を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

本校の建物は耐震化

に対応していることに

加え、設備の固定など

安全管理を徹底してい

る。また、消防計画を策

定し所轄消防署へ提出

すると共に、年２回の

非難・誘導訓練を実施

している。避難場所等

についても各教室に設

置している。学生・教職

員の安否確認システム

も整備されている。 

マニュアルではなく、

災害時のひとり一人の

行動が大切である。 

学生の危機管理に対す

る意識の向上を図る必

要がある。 

 

火災や様々な災害に

対する備えは、万全な体

制が整備されているが、

もし実際に発生した場

合に、適切かつ的確な運

用・対処ができるよう、

教職員並びに学生に対

する指導・訓練を強化す

る。 

 

教職員間で常に対処

方法を共有し、日々の準

備を怠りなく行う 

消防計画 

避難誘導教室サイン 

6-24-2 学内にお

ける安全管理体

制を整備し、適切

に運用している

か  

□学校安全計画を策定して

いるか 

□学生の生命と学校財産を

加害者から守るための防犯

体制を整備し、適切に運用

しているか 

□授業中に発生した事故等

に関する対応マニュアルを

作成し、適切に運用してい

るか 

 

 

 

 

 

４ 

学内において、事故や

災害に対するリスクマネ

ジメントを徹底してい

る。学生の安全を守る為

ガードマンの配置も行っ

ている。 

実際に事故や災害が

発生した場合を想定し、

平常心を保ってマニュ

アルどおりに適切に運

用する為の更なるトレ

ーニングの強化が必要

と思われる。 

年２回の避難誘導訓

練に加え、定期的・継続

的に安全管理体制の適

切な運用について、指導

確認を行う。 

学生指導要項 
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6-24 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2続き □薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか 
□担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか 

 

 

 

 

基本的に薬品などの危険

物は、扱っていない。設備仕

様などについての指導は徹

底している。 

校外学習の際は、その都

度、実施計画を作成し、安全

体制を整えている。 

一部設備以外は危険

と思われる機材は無い

が取り扱いに関しての

注意事項を掲示する等、

さらに対策を徹底する

必要はある。 

 危険と思われる機材

についてのマニュアル

及び注意事項を使用前

に必ず説明を受け、しっ

かり把握してから使う。

また、文書化して掲示す

る。 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、教職員、学生の防災訓練を実施し、地震や火災等の際の避難訓練経路を確

認するなど、防災体制を確立している。 

教職員・学生対象の避難訓練を毎年実施し、災害に備えている。そのため、マニ

ュアルを整備し、教職員の役割分担表を作成して学生への情報提供など、体制は

整備されている。また学園全体の取り組みとして携帯端末を使った安否確認シス

テムを構築。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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基準７ 学生の募集と受入れ 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

本校は、福岡県専修学校各種学校連合会に加盟し、同会の

定めたルールに基づいた募集開始時期、募集内容（AO入試等

も）を遵守している。また過大な広告を一切廃し、必要な場

合は根拠数字を記載するなど、適切な学生募集ができるよう

に配慮している。 

 広報・告知に関しては、各種媒体、入学案内、説明会への

参加やホームページを活用して、学校告知を実施し、教育内

容等を正しく知ってもらうように努めている。 

これらすべての広報活動等において収集した個人情報・出

願・新入生の個人情報等本校に関わるものの個人情報は、校

内に個人情報委員会を設置し、厳重に管理し、流出及び他目

的に使用しないように、管理の徹底を図っている。本人への

掲載承諾などは確実に行われているが、印刷物、HPなど掲載

箇所が複数になる場合などにも配慮が必要である。 

 入学選考に関しては、出願受付及び選考日を学生募集要項

に明示し、決められた日程に実施しているが、入学選考後は、

「入学選考会議」により、合否を決定する。 

なお、本校における入学選考は、学生募集要項にも明示し

ている通り、「面接選考」及び「書類選考」であるが、その基

準となるのは、「目的意識」である。 

将来目指す業界への職業意識や具体的な目標がしっかり

しているかを確認すると共に、その目的が本校より提供する

教育プログラム及びカリキュラムにおいて実現可能かを確

認するもので、入学試験という名称のもと、学科試験を行う

ものではない。出願方法に関しては多様化しているため、選

考方法や受付時期の違いなどがわかりにくい 

 学納金や預かり金、教材等の見直しを毎年行っており、学

費及び諸経費の無駄な支出を数名体制で確認している。 

 保護者への授業料及び諸経費の提示についても、入学前の

段階において、年間必要額を学生募集要項に明記し、基本的

に期中で追加徴収を行わない。 

 

広報活動において個人の掲載承諾を得る際、いか

なる媒体にも共通して掲載を承諾したとみなす書

類を確認させる必要がある。また、グループ全体で

の実績なども明確な表記を徹底する 

 

多様化している出願方法に対して、AO入試につい

ての詳細を掲載した冊子を別途制作するなどの対

応をしていく必要がある。 

 

学生募集については、募集開始時期、募集内容

等々ルールを遵守し、また、過大な広告を一切排除

し、厳正な学生募集に配慮している。 

 

広報活動は、第一に「入学前教育」を前提とする

活動である。将来、目指す職業を自ら見つけること

のできる自己発見の場を提供することに尽力し、入

学前に職業観をどれだけ明確にできるかというキ

ャリア教育に重点を置き、体験入学や説明会への複

数回参加を促し、充分理解して疑問を解消し、満足

した上で出願してもらうことを心がけている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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7-25 （1/2） 

7-25 学生募集活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校

等接続する教育

機関に対する情

報提供に取組ん

でいるか 

□高等学校等における進学

説明会に参加し教育活動等

の情報提供を行っているか 

□高等学校等の教職員に対

する入学説明会を実施して

いるか 

□教員又は保護者向けの

「学校案内」等を作成して

いるか 

 

 

 

 

 

 

４  

職業教育をはじめ、模擬

授業などの教育活動を実施

し情報提供を行っている。 

高等学校の教職員に対

し、説明会を実施している。 

学校案内、募集要項は充

分に学校の内容が理解して

頂けるように留意し作成し

ている。 

高校訪問専門部署と

の連携により定期的に

説明会に参加しており、

問題はない。 

引き続き連携を図り、

定期的な説明会を実施

する。 

学校案内 

募集要項 

DM 資料 

7-25-2 学生募集

を適切かつ効果

的に行っている

か 

□入学時期に照らし、適切

な時期に願書の受付を開始

しているか 

□専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか 
□志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか 

□学校案内等において、特

徴ある教育活動、学修成果

等について正確に、分かり

やすく紹介しているか 

□広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

充分にコンプライアン

スを遵守し、適切な時期

に適正かつ効果的に学生

募集を行っている。 

相談内容に応じ、各部

署でどの教職員が対応し

ても正確な情報提供、的

確なアドバイスができる

体制を確立している。 

学校案内、募集要項に

ついては充分に学校の内

容、諸費の内容が理解し

て頂けるように留意し、

作成されている。 

さらには、独自の情報

管理システムを使い管理

体制を整備している。 

本人への掲載承諾な

どは行っているが、印刷

物、HPなど掲載箇所が複

数になる場合にも配慮

が必要である。 

掲載承諾を得る際、い

かなる媒体にも共通し

て掲載を承諾したとみ

なす書類を確認させる

必要がある。また、グル

ープ全体での実績など

も明確な表記を徹底す

る。 

 

広報活動においてネ

ット配信される内容を

確認し、登場する人には

必ず許可をもらった上

で掲載する。 

学校案内 

募集要項 

DM 資料 
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7-25 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 続き □体験入学、オープンキャ

ンパスなどの実施におい

て、多くの参加機会の提供

や実施内容の工夫など行っ

ているか 

□志望者の状況に応じて多

様な試験・選考方法を取入

れているか 

 

 

 

 

 

４ 

 

高等学校の行事予定を

把握したうえで、オープ

ンキャンパスを開催し、

各県ごとに送迎バスを提

供して参加促進を図って

いる。 

通常出願に加えて、AO

入試など志望者の状況に

対応した試験・選考方法

を行っている。 

出願方法が多様化し

ているため、選考方法や

受付時期が分かりにく

い。 

わかりやすい案内を

行い、入学希望者が混乱

しないようにしていく

必要がある。 

DM 資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生募集活動は、学則を基に、その年度の学校入学案内及び募集要項の通りに、

また、本校が加盟する社団法人福岡県専修学校各種学校連合会が定めたルールに

基づいた募集開始時期、募集内容を遵守しており、適正に行われていると考える。 

進路選択活動早期化に伴い、その動向に沿った募集活動を展開することが重要視

されている。高校１・２年生という早い時期から長期にわたって広報活動し、オ

ープンキャンパスを通じて、学校・学科・コース内容を熟知してもらい、また、

各種相談会を行い、不安や問題点を解消してもらった上で出願につなげている。

志願者や保護者に対しても充分ご理解を頂ける機会、時間を設け、活動は適正に

行われている。 

 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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7-26 （1/2） 

7-26 入学選考 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考

基準を明確化し、

適切に運用して

いるか 

□入学選考基準、方法は、

規程等で明確に定めている

か 

□入学選考等は、規程等に

基づき適切に運用している

か 

□入学選考の公平性を確保

するための合否判定体制を

整備しているか 

 

 

 

 

 

４ 

入学選考基準は明確に

定め、規程に基づき適切

に運用しており、資料に

も明記している。 

面接者（選考者）の目

的意識が明確でないと判

断した場合、事務局長及

び教務部長が再度選考を

行い、万全を期している。 

留学生選考を行う際、

留学生によって日本語

レベルに差が生じてい

る。 

日本語試験の合格基

準点を６０点以上とし、

基準を明確にしている。 

募集要項 

留学生募集要項 

7-26-2 入学選考

に関する実績を

把握し、授業改善

等に活用してい

るか 

□学科毎の合格率・辞退率

などの現況を示すデータを

蓄積し、適切に管理してい

るか 

□学科毎の入学者の傾向に

ついて把握し、授業方法の

検討など適切に対応してい

るか 

□学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか 
□財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

入学事務局と教務部が

常に連携を図り、入学選

考に関する情報を常に共

有している。 

突出した問題を抱えて

いそうな入学者に関して

は必ず教務部長・学科担

任に引き継ぎを行い、入

学後も問題の無いよう事

前に把握できている。 

学科別応募者数・入学

者数に関しては過去の蓄

積データと比較し予測数

値を算出している。 

予測数値は、算出して

いるが、学科によって早

期に定員を満たした場

合、募集を締め切る事が

ある。 

福岡県専修学校各種

学校連合会の規程通り

の受付期間を設け、定員

を満たした場合は募集

を締め切る。 

募集要項及び学校ホ

ームページに募集締め

切りに関しての告知を

明記する。 

募集要項 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学則を基に募集要項で明記した入学選考方法通りに選考しており、選考は適正か

つ公平な基準で行われていると考えている。 

留学生については面接と書類選考、さらに日本語試験を実施している。 

また６０点以上を合格とし基準も明確にしている。 

本校の選考方法は、募集要項にも明記しているが、「面接選考」及び「書類選考」

である。 

その基準になるのは「目的意識」である。 

将来目指す業界への職業意識や具体的な目標がしっかりしているかを確認する

もので、全教職員が共通の公平な基準で選考している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５１ 
 

7-27 （1/1） 

7-27 学納金 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容

に対応し、学納金

を算定している

か 

□学納金の算定内容、決定

の過程を明確にしているか 

□学納金の水準を把握して

いるか 

□学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか 

 

 

 

４ 

学納金の算定に関しては

詳細に表記しており明確に

している。 

学納金及び学生に関する

情報は事務局会計課と広

報・教務部が連携を図り、常

に共有し、募集要項にすべ

て明記している。 

現状、学費の内容及び

サポートについては入

学事務局と事務局会計

課で十分できており、特

に問題はない。 

募集要項及び学費サ

ポート資料への詳細明

記を継続する。 

募集要項 

学費サポート資料 

7-27-2 入学辞退

者に対し、授業料

等について、適正

な取扱を行って

いるか 

□文部科学省通知の趣旨に

基づき、入学辞退者に対す

る授業料の返還の取扱いに

対して、募集要項等に明示

し、適切に取扱っているか 

 

 

 

４ 

授業料（学費）等につ

いては、当該年度３月３

１日までに申し出があっ

た場合は返還している。 

入学選考料、入学金は返

還していない。 

３月に入金した場合、

学納金の納入から入学

辞退決定までの期間が

ないため、４月になって

しまう可能性がある。 

事務局会計課と連携

し、事前連絡で学納金納

入の遅延を防ぐ。 

募集要項 

学費サポート資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学納金は適切かつ妥当なものと考える。 学納金は妥当なものと考えるが、募集要項には進級時の費用も記載しており、学

生・保護者のために卒業まで計画が立てやすいようにしている。また、高校在学

時から日本学生支援機構、教育ローン等のアドバイスを行っている。さらに学費

サポート資料を配布し、様々な経済面の対応策を提供している。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５２ 
 

基準８ 財 務 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

毎年５ヵ年の事業計画を作成し、中後期の視点で 

５ヵ年の収支予算を立てている。また収入と支出の

バランスは、理事会で毎年確認されている。 

 

５ヵ年の予算は、中長期を見越した新学科構想、

施設・設備構想、人員構想等を考慮して支出を計画

し、将来の学生数等を鑑みながら収入を予測し、収

支計画を作成する。 

 

学園本部の機能として二重チェックの体制とな

っており、学校の財務体制をしっかりと管理し、健

全な学校運営が出来ていると自負している。 

 

また、監査は私立学校法上義務付けられている

「監事監査」のほか、「後任会計士による監査」も受

けている。 

 

さらに、私立学校法に基づいた財務情報公開の体

制を、平成１７年４月からとっている。 

 

※当校における情報開示の申請は、現状ではない。 

 

健全な学校運営を行うため、５ヵ年の事業計画、

収支予算は有効であり重要な手段と考える。 

 

正確かつ実現可能な予算にする為には、費用対効

果を充分に考慮した効率的な予算執行を行うこと

に加え、一旦作成した予算であっても現実と乖離し

た場合は、当初予算を修正する必要がある。その為、

短期予算においては、半期が終了した段階で修正予

算を組み、中長期予算においては、毎年編成をしな

おす。 

 

その際に、現状を正確に把握し、詳細に分析して、

今後を正確に予測して、有効かつ効果的で実現可能

な予算を再編成することが肝要である。 

 

教職員に対するさらなる研修、勉強会について検

討し進めていく必要がある。 

 

当校が属する法人の財務情報公開に関しては、下記

の通りとなっている。 

 

＜組織体制＞ 

 １．法人統括責任者 

 ２．学校統括責任者 

 ３．学校事務担当者 

 

＜公開資料＞ 

 １．財産目録 

 ２．貸借対照表 

 ３．収支計算書 

 ４．事業報告書 

 ５．監査報告書 

 

＜閲覧場所＞ 

 法人本部 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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8-28 財務基盤 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び

法人運営の中長

期的な財務基盤

は安定している

か 

□応募者数・入学者数及び

定員充足率の推移を把握し

ているか 

□収入と支出はバランスが

とれているか 

□貸借対照表の翌年度繰越

収入超過額がマイナスにな

っている場合、それを解消

する計画を立てているか 

□消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか 
□設備投資が過大になって
いないか 
□負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

毎年事業計画書を作成

し、５か年の収支予算を

立てている。 

 その中で入学者数、在

校生数、退学者等を勘案

して学費明細を作成し、

収入予算の推移を把握し

ている。 

 また新学科構想、設備

について計画し、週出予

算を作成している。 

 借入金等長期資金の計

画については、都道府県

の基準の範囲内で計画・

実行している。 

 これらは理事会・評議

員会にて承認、報告がな

されている。 

キャッシュフロー、資

金収支の視点を、学校運

営関係者全員で共有す

る必要がある。 

現状を考慮して、随時

適切な修正を行うこと

はもちろん重要である

が修正を必要とするよ

うな予算執行とならな

いように学校運営をす

ることが大切である。 

合わせて、収入を正確

に把握する為には、入学

者数を正確に予測し、収

支予算を作成する必要

がある。 

研修、勉強会等を充実さ

せる。 

次年度予算編成を行

う際は、次年度入学者予

測を厳しめの数字で算

定する。 

また、予算を執行する

際、費用対効果を充分に

考慮して、当初予算に準

じた執行を心掛ける。 

事業計画書 

学校基本調査報告書 

8-28-2 学校及び

法人運営に係る

主要な財務数値

に関する財務分

析を行っている

か 

□最近 3 年間の収支状況

（消費収支・資金収支）に

よる財務分析を行っている

か 

□最近 3 年間の財産目録・

貸借対照表の数値による財

務分析を行っているか 

 

 

 

 

 

４ 

キャッシュフローに基

づいた学校運営を重視し

ており、経費予算のみで

だく施設設備支出、借入

金返済等を考慮した資金

収支の予算も作成してい

る。 

予算の算定と実績評

価及び財務分析に関し

ては、滋慶学園本部によ

るチェックがある為、適

正な予算執行が行われ

ている。 

学校を取り巻く環境

の変化を的確に読み取

り、定期的・継続的に

様々な視点からの財務

分析を実施する。 

事業計画書 
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8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等

に定める負債関係の割合推

移データによる償還計画を

策定しているか 

□キャッシュフローの状況

を示すデータはあるか 

□教育研究費比率、人件費

比率の数値は適切な数値に

なっているか 

□コスト管理を適切に行っ

ているか 

□収支の状況について自己

評価しているか 

□改善が必要な場合におい

て、今後の財務改善計画を

策定しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（続き） 

数値は３カ月ごとに算

定し、学園本部によるチ

ェックがあり適正な予算

管理がされている。 

（続き） 

評価及び見直しについ

て、数値の基準等が明確

化されていない。 

（続き） 

わかりやすい基準等の

策定が必要と考える。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、次年度事業計画を作成するが、その事業計画の中に５ヵ年の収支予算を立

てている。 

次年度の収支予算は勿論のこと、中長期の予算を立てることによって、学校の財

務基盤を安定させることが可能となっている。 

キャッシュフローに基づいた学校運営をしている。 

単年度の予算を綿密に作成しており３ヶ月ごとに実績を検証することによって、

予算を超過しない学校運営がなされている。 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５５ 
 

8-29 （1/1） 

8-29 予算・収支計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標

との整合性を図

り、単年度予算、

中期計画を策定

しているか 

□予算編成に際して、教育

目標、中期計画、事業計画

等と整合性を図っているか 

□予算の編成過程及び決定

過程は明確になっているか 

 

 

 

 

4 

５か年の収支予算を作

成し、毎年更新される。 

将来の学生数予測に基

づき、収入予算が作成さ

れる。また、新学科構想、

設備支出等を勘案し支出

予算となる 

環境の変化が激しく

正確な予算作成が難し

くなっている。 

詳細な資料の入手及

び分析のための体制作

りが必要と考える。 

 

8-29-2 予算及び

計画に基づき、適

正に執行管理を

行っているか 

□予算の執行計画を策定し

ているか 

□予算と決算に大きな乖離

を生じていないか 

□予算超過が見込まれる場

合、適切に補正措置を行っ

ているか 

□予算規程、経理規程を整
備しているか 
□予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど誤
りのない適切な会計処理行
っているか 

 

 

 

 

 

 

4 

収支予算については学

校現場のみならず学園本

部も協議しながら作成

し、見直しする。 

そのため予算の本部と

現場との認識のずれはな

い。 

作成された予算は、理

事会・評議員会で承認を

受ける。 

必要に応じ、年次途中

で修正予算を組む。 

健全な学校運営がで

きるようにするため、収

支予算・計画は有効かつ

重要な手段と考える。 

特に現年度、次年度の

予算については綿密に

立て、実現可能な予算に

なるようにする。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

予算編成の方法については短期的と中長期的に行っているので妥当な方法と考

えている。 

５年を見越した中長期的事業計画を毎年立てその中で収支計画を作成している

が、学校、学園本部、理事会・評議員会と複数の目でチェックするためにより現

実に即した予算編成になっているものと考える。 

予算を立てるだけでなく一年の流れの中で随時見直しをしている。 

それにより収支計画が実現可能なものとなり、財務基盤の強化につながっている

点が特徴として挙げられる。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５６ 
 

8-30 （1/1） 

8-30 監査 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校

法及び寄附行為

に基づき、適切に

監査を実施して

いるか 

□私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか 
□監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか 
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか 
□監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか 

 

 

 

 

 

4 

学校法人滋慶文化学園

は公認会計士による監査

と監事による監査を実施

し、その結果を監査報告

書に記載し、理事会及び

評議員会においてその報

告をしている。 

適正な計算書類の作

成は法人等の責任であ

り、それによって監査も

効率的に行うことがで

きると考える。 

さらに効率的かつ有

効的な経理処理システ

ムを構築していかなけ

ればならない。 

また法改正等に対応

できる人材育成が必要。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現在のところ、監査報告書は適正な計算書類を作成している旨の意見が述べられ

ており、適正な計算書類を作成していると考える。 

監査を有効に実施してもらうために、証憑書類の整理、計算書類の整備、各種財

務書類の整理整頓に努めている。 

私立学校法上義務付けられている「監事による監査」を受けているが、それに加

えて、補助金対象ではない当学校において「公認会計士による監査」も受けてい

る。これによって適正な計算書類の作成とその信頼性の確保に努力している。 

 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５７ 
 

8-31 （1/1） 

8-31 財務情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校

法に基づく財務

公開体制を整備

し、適切に運用し

ているか 

□財務公開規程を整備し、

適切に運用しているか 

□公開が義務づけられてい

る財務帳票、事業報告書を

作成しているか 

□財務公開の実績を記録し

ているか 

□公開方法についてホーム

ページに掲載するなど積極

的な公開に取組んでいるか 

 

 

 

 

 

４ 

私立学校法に基づき財務

帳票、事業報告書を作成し

財務情報及び財務資料も公

開している。 

外部関係では寄附行為の

変更認可及び行政への届け

出、そして内部関係では財

務情報公開規定及び情報公

開マニュアルを作成し、ホ

ームページにて財務公開を

行っている。 

学校統括責任者のみ

ならず、全ての教職員へ

の周知徹底が必要不可

欠である。 

潤沢に情報公開がで

きるよう、学校事務担当

者を初めとして、全教職

員への周知徹底を行う

為にさらなる研修が必

要と考えている。 

財務情報公開規定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務情報公開の体制整備はできている。 

学園の特徴は、法改正の変化に迅速に対応できる機動力である。 

今後も、どんな法改正にも迅速に対応していくと考えている。 

「財務情報公開規定」「情報公開マニュアル」によって、秩序整然たる順序に基

づいて情報公開に対処している点が特徴として挙げることができる。 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５８ 
 

基準９ 法令等の遵守 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

法令遵守については、滋慶学園グループ全体の方針

として掲げ、各校の教職員全員でその方針を理解し、

実行に努めている。法人理事会のもとに、コンプライ

アンス委員会で学校運営が適切かどうかを判断し、ま

た学校運営（学科運営）が適切かどうかは次の各調査

等においてチェックできるようにしている。 

①学校法人調査②自己点検・自己評価③学校基礎調査 

④専修学校各種学校調査 ⑤学校施設認定規則に基づ 

く報告等である。 

 また、組織体制強化やシステム構築にも努め、次の

ようなものがある。 

  （A）組織体制 

   ①財務情報公開体制（学校法人） 

   ②個人情報管理体制（滋慶学園グループ） 

   ③広告倫理委員会（滋慶学園グループ） 

   ④進路変更委員会（滋慶学園グループ） 

  （B）システム（管理システム） 

   ①個人情報管理システム（滋慶学園グループ） 

   ②建物安全管理システム（滋慶学園グループ） 

   ③防災管理システム（滋慶学園グループ） 

   ④部品購入棚卸システム（滋慶学園グループ 

    ⑤コンピュータ管理システム(COM グループ） 

 滋慶学園グループというスケールメリットを活か

し、各委員会、体制、システムにより、各校が常に健

全な学校（学科）運営ができるようにしている。 

 法令や設置基準の遵守に対する方針は明文化し、法

令や設置基準の遵守に対応する体制作りは完全に整備

できている。 

 

基本的な体制作りはできたが、学内にコンプライ 

アンス相談窓口が必要となる為、今後の課題は 

窓口の早期設置であると考える。 

 

３つの教育「実学教育」、「人間教育」、「国際教育」

で「職業教育を通して社会に貢献する」という建学

の理念の実現を目指し、４つの信頼（「業界の信頼」、

「高校の先生の信頼」、「学生・保護者の信頼」、「地

域の信頼」）を確保するためにもコンプライアンス

推進をはかる。 

 具体的には、すべての法令を遵守するとともに、

社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人と

しての良識に従い行動することが私たちの重要な

社会的使命と認識し、実践する。 

 方針実行のため、学内にコンプライアンス委員会

を設置し、コンプライアンスを確実に実践・推進に

当たっている。 

 委員長は、統括責任者としての学校の役員が就任

すし、委員は学校の現場責任者である事務局長と実

務責任者の教務部長で構成される。 

主な任務は、行動規範・コンプライアンス規程の

作成、コンプライアンスに関する教育・研修の実施、

コンプライアンス抵触事案への対応及び再発の牛

対策の検討・実施、コンプライアンスの周知徹底の

ための PR、啓蒙文書等の作成・配布である。 

 監事による毎年の監査に際して、業務監査の対象

として、コンプライアンスの実施状況についても監

査してもらっている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



５９ 
 

9-32 （1/1） 

9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-32-1 法令や専

修学校設置基準

等を遵守し、適正

な学校運営を行

っているか 

□関係法令及び設置基準等

に基づき、学校運営を行う

とともに、必要な諸届等適

切に行っているか 

□学校運営に必要な規則・

規程等を整備し、適切に運

用しているか 

□セクシュアルハラスメン

ト等ハラスメント防止のた

めの方針を明確化し、防止

のための対応マニュアルを

策定して適切に運用してい

るか 

□教職員、学生に対し、コ

ンプライアンスに関する相

談受付窓口を設置している

か 

□教職員、学生に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

学内にコンプライアン

ス委員会を設置し、確実

な実践の推進にあたって

おり、行動規範・コンプ

ライアンス規定作成、抵

触事案への対応等々を行

う。 

 

セクシャルハラスメン

ト防止の為、学生・教員

の相談窓口(ＳＳＣ)を設

置している。 

 

コンプライアンス委員

会が周知徹底のＰＲ、啓

蒙文書作成・配布を行う。 

学生便覧には毎年教育基

本法・学校教育法等を記

載し、常に意識を高める

ように工夫している。 

定期的な監事監査で、

コンプライアンスの実

施状況についても監査

を行っているが、グルー

プ内での監事監査の為、

形式的になり得ること

が考えられる。 

 

ＳＳＣとは別に、コン

プライアンス相談窓口

の設置が必要である。 

常任監査室の設置。 

 

コンプライアンス相

談窓口の設置。 

学生便覧 

コンプライアンス規定 

広告倫理委員会組織図 

情報公開規定 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「３つの建学の理念」を持って「職業教育を通して社会に貢献する」ことの実現

を目指し、「４つの信頼」を獲得する為にも、コンプライアンス遵守を図ってい

る。全ての法令を遵守すると共に、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき行動

するよう全職員一丸となって努めている。 

法令や専修学校設置基準の遵守の方針は、全教職員に周知徹底しており、その体

制作りも整備している。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



６０ 
 

9-33 （1/1） 

9-33 個人情報保護 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-33-1 学校が保

有する個人情報

保護に関する対

策を実施してい

るか 

□個人情報保護に関する取

扱方針・規程を定め、適切

に運用しているか 

□大量の個人データを蓄積

した電磁記録の取扱いに関

し、規程を定め、適切に運

用しているか 

□学校が開設したサイトの

運用にあたって、情報漏え

い等の防止策を講じている

か 

□学生・教職員に個人情報

管理に関する啓発及び教育

を実施しているか 

 

 

 

 

 

 

４ 
 

個人情報保護規程を設

け、それぞれの教職員が

関わるすべての個人情報

についてこれを遵守して

いる。 

個人情報を管理するコ

ンピュータはネット等の

外部情報と切り離し、流

出しないようにしてい

る。紙情報は金庫、キャ

ビネット等で施錠管理し

ている。 

学生には、学生便覧に

記載して行い、教職員に

は個人台帳を作成し、ど

のような種類のどれだけ

の情報に関わっているか

を確認している。 

掲示板へは学生の個

人情報を掲示しないよ

うにしているが、一部対

象外にせざるをえない

ものがある。 

（卒業認定者発表等） 

必要最低限の発表(掲

示)内容に留めるなど、

十分な配慮を持って対

処するよう徹底する。 

学生便覧 

個人情報台帳 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 個人情報を大切に保護することが重要な社会的使命と認識し、すべての役員・

教職員・講師が個人情報に関する法規を遵守し、個人情報保護に関する基本理念

を実践するために、「個人情報保護基本規程」を構築し、社会的要請の変化にも

着目し、個人情報保護管理体制の継続的改善にも継続的に取り組んでいる。 

 学校内に「個人情報保護委員会」、「個人情報取扱委員会」を置き、責任者（Ｃ

ＰＯ）・担当者を決め、取り組んでいる。 

教職員に対しては、教育・研修も実施し、周知徹底と厳重な保管体制を図り、外

部業者に業務を委託する場合は、「選定チェック表」により審査の上、「個人情報

保護誓約書」を提示させている。 

 

 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



６１ 
 

9-34 （1/2） 

9-34 学校評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か 

□実施に係る組織体制を整

備し、毎年度定期的に全学

で取組んでいるか 

□評価結果に基づき、学校

改善に取組んでいるか 

 

 

 

４ 

前年の自己点検・自己

評価を基に、問題点を洗

い出し、改善点を考慮し

て、自己点検・自己評価

最終報告を作成してい

る。 

掲載内容。 常に改善を図る。 学生便覧 

自己点検・自己評価 

9-34-2 自己評価

結果を公表して

いるか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 

 

４ 

作成した自己点検・自

己評価はホームページに

掲載している。 

掲載内容。 常に改善を図る。 自己点検・自己評価 

9-34-3 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行っているか 

□実施に関し、学則及び規

程等を整備し実施している

か 

□実施に際して組織体制を

整備し、実施しているか 

□設置課程・学科に関連業

界等から委員を適切に選任

しているか 

□評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか 

 

 

 

 

４ 

５月に学校関係者評価

を実施し、組織体制を整

備することはもちろん、

各業界から委員を選任し

ている。 

評価結果を早急に取

り入れ学校運営に生か

していく必要がある。 

委員会開催後すぐに、

学内にて評価の結果を

共有し実際の学校改善

に繋げていく。 

自己点検・自己評価 

学校評価規定 

9-34-4 学校関係

者評価結果を公

表しているか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 

 

４ 

評価結果は報告書に取

りまとめ、ホームページ

にて公開している。 

評価の結果を確実に

更新していく必要があ

る。 

チェック体制を作り、

確実に更新していく。 

自己点検・自己評価 

学校評価規定 
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9-34 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

自己点検・自己評価は、学校教育法、専修学校設置基準にも規定され、公開も義

務化されているが、本校においてもコンプライアンスが大原則であり、自己点検・

自己評価を行い、その結果を公開すると共に、第三者評価も受け、その結果も併

せて公開する必要があると考える。 

自己点検を行い、問題点を抽出し、改善することが第一であり、先ずこれを最優

先するが、その体制はできている。 

その上で、自己評価を行い、公開するが、最終的には、第三者評価も受け、その

結果も併せて公開していくことが望ましい。 

  

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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9-35 （1/1） 

9-35 教育情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報

に関する情報公

開を積極的に行

っているか 

□学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報を積極的

に公開しているか 

□学生、保護者、関連業界

等広く社会に公開するため

の方法で公開しているか 

 

 

 

４ 

学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報をホー

ムページや各種レポート

等を用いて積極的に公開

している。 

更に様々な広範囲の

情報をタイムリーに提

供する努力が必要であ

る。 

情報そのものを学内

で効率的に収集するシ

ステムの構築を図る。 

ホームページ 

JESCレポート 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の概要、教育内容、教職員等教育情報を積極的に公表する体制は整備されて

いる。 

学内にある膨大な情報の中から重要かつニーズの高い情報を効率的に収集し、取

捨選択して、質・量両面からコンテンツの充実を図ることが重要となる。 

ホームページの運営管理については、本学職員の外に、VISTA  ARTS というサポ

ート企業が支援しており、的確な情報提供ができている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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基準１０ 社会貢献・地域貢献 
 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 

本校には、滋慶学園グループの「４つの信頼」

（①業界の信頼 ②高等学校からの信頼 ③学

生・保護者の信頼 ④地域の信頼）というコンセ

プトがある。 

 

 建学の理念にもある「国際教育」にも積極的に

取り組みを行っている。 

 

 この「４つの信頼」の獲得を目指すことが社会

貢献に繋がると考えている 

 

 業界、地域のイベントボランティアにも積極的

に参加し業界などと強いつながりを構築してい

る。 

 

高等学校への講師の派遣なども積極的に行っ

ている。 

 

地球温暖化防止対策で節電など取り組み社会貢

献に繋がっている。 

 

業界、地域のイベントボランティアの参加数を増

加させつながりをさらに構築して社会貢献や地域

貢献を行う。 

 

高等学校へも積極的に講師派遣や授業参加も継

続し社会貢献を行う。 

 

本校の施設、設備を活用し、「４つの信頼」を行

い、社会貢献に繋げていく。 

 

業界の信頼では、学校施設を活用し、各種イベン

トを積極的に支援し、社会貢献に繋げている。 

 

各ボランティアにも積極的に参加や、近隣の清

掃活動なども行っている。 

 
最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 



６５ 
 

10-36 （1/2） 

10-36 社会貢献・地域貢献 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教

育資源を活用し

た社会貢献・地域

貢献を行ってい

るか 

□産・学・行政・地域等との

連携に関する方針・規程等を

整備しているか 

□企業や行政と連携した教

育プログラムの開発、共同研

究の実績はあるか 

□国の機関からの委託研究

及び雇用促進事業について

積極的に受託しているか 

□学校施設・設備等を地域・

関連業界等・卒業生等に開放

しているか 

□高等学校等が行うキャリ

ア教育等の授業実施に教員

等を派遣するなど積極的に

協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用

し高等学校の職業教育等の

授業実施に協力・支援してい

るか 

□地域の受講者等を対象と

した「生涯学習講座」を開講

しているか 

□環境問題など重要な社会

問題の解決に貢献するため

の活動を行っているか 

□学生・教職員に対し、重要

な社会問題に対する問題意

識の醸成のための教育、研修

に取組んでいるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 
 

 

 

 

 

 

グループの方針でもあ

り業界、地域との連携は

整備されている。 

企業プロジェクトでは、

企業様より課題をいただ

き、取り組んでいる。 

各イベントで一般開放

や企業イベントなど学校

施設の開放を行ってい

る。 

高等学校の授業で定期

的に教員を派遣し、また

学校施設を使用し高校生

向けの職業教育にも積極

的に協力している。 

 地域対象の『生涯学習

講座』の開講は行ってい

ない。 

節電など行い、地球温

暖化対策に取り組んでい

る。 

 学生や教職員も人権問

題などの研修をおこなっ

ている。 

企業プロジェクトの内

容も時代に沿った課題を

提供していただく必要が

ある。 

地域対象の『生涯学習講

座』も必要に応じ行って

いくべきである。 

 最新の業界情報を基に

企業からの課題を頂く必

要がある。 

 地域の方へ学校開放を

告知し地域貢献を行う必

要がある。 

学生便覧 

企業プロジェクトカ

タログ 
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10-36 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流

に取組んでいる

か  

□海外の教育機関との国際

交流の推進に関する方針を

定めているか 

□海外の教育機関と教職員

の人事交流・共同研究等を行

っているか 

□海外の教育機関と留学生

の受入れ、派遣、研修の実施

など交流を行っているか 

□留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか 

□海外教育機関との人事交

流、研修の実施など、国際水

準の教育力の確保に向け取

組んでいるか 

□留学生の受入れを促進す

るために学校が行う教育課

程、教育内容・方法等につい

て国内外に積極的に情報発

信を行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

グループ内には、国際交

流センターを整備してお

り、学園全体で方針を定

めている。 

毎年学生は、海外実学研

修にて国際交流を行って

いる。 

留学生については、日本

人同様教育目標など体系

的に取り組んでいる。 

国際交流センターを中

心に留学生国内外ガイダ

ンスなど行い情報発信を

行っており受け入れ態勢

も整っている。 

海外実学研修では、金銭

的に参加できない学生へ

の対応が問題である。 

海外実学研修の金額の

見直しも必要である。 

年間スケジュール 

海外ガイダンス資料 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本学園の「職業人教育を通じて社会に貢献する」というミッションの基で、充分

な社会貢献、地域貢献、国際交流は成されている。 

国際交流については、グループ内に海外教育機関などと提携を行う専門の部署が

ある。 

積極的に海外ガイダンスなど参加を行い留学生募集や情報発信も行っている。 

台湾、韓国にて海外ガイダンスの実績がある。 

 

10-37 （1/1） 最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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10-37 ボランティア活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1  学生の

ボランティア活

動を奨励し、具体

的な活動支援を

行っているか 

□ボランティア活動など

社会活動について、学校

として積極的に奨励して

いるか 

□活動の窓口の設置な

ど、組織的な支援体制を

整備しているか 

□ボランティアの活動実

績を把握しているか 

□ボランティアの活動実

績を評価しているか 

□ボランティアの活動結

果を学内で共有している

か 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

各学科で担当者を配置

し、業界イベントなどの

ボランティアに積極的

に参加する体制が整っ

ている。 

ボランティア活動の

実績は把握しているが、

全て単位認定を行って

いない部分もある。 

 活動実績は、教務会議

内で報告を行い共有し

ている。 

ボランティアを希望

する学生数を増やす。 

単位認定の規定を定

めることが必要である。 

 ボランティア活動の

意義などを伝え参加者

を増やしていく。 

単位認定基準を設け

単位認定を行う。 

学生便覧 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

業界イベントや地域イベントなどのボランティアに積極的に参加し、グループの

ミッションである４つの信頼の「業界からの信頼」、「地域からの信頼」を得てい

る。 

主な業界ボランティア参加イベント 

ウェディングドレスショーの企画・運営  

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０２２年３月３１日 記載責任者 山本 悠樹 
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4 ２０２１年度 重点目標達成についての自己評価 

２０２１年度 重点目標 達成状況 今後の課題 

 

（１）学生募集において、２０２２年度に向け

て、入学定員に準じた適正な入学者を確

保する。 

 

 

（２）中途退学者０％ 

 

 

 

 

（３）就職希望者の就職率１００％ 

 

 

 

 

 

（４）健全な学校運営をする為の、適正な予算管

理と適切な予算執行 

 

 

（５）教職員の成長を即すために、人材育成を強

化する。 

 

（１） 学生募集については募集開始時期、募集内

容などルールを遵守し、進路選択時期に合

わせた活動が行われた。 

 

 

（２） 今年度は担任が一人ひとりの学生を見てい

くことをテーマに会議などで学生個々の情

報を共有しサポートしてきたが、結果は

7.7％と目標には届かなかった。 

 

（３） 個別のカウンセリングを強化し、個々の希

望に合わせた就職をサポートした結果、就

職希望者全員の進路が決定した。 

 

 

 

（４） 短期的な予算においては「修正予算」を組

み、正確かつ実現可能な予算作成を立てた

結果、予定通りの予算執行がなされた。 

 

（５） 滋慶学園グループ、滋慶学園 COM グループ

の各種研修及び、現場での OJT により、ス

タッフの能力向上に努め単年度の人材育成

計画が遂行された。 

 

（１） 今後も募集開始時期、募集内容等々ルール

を遵守し、高等学校の進路状況なども踏ま

え選択時期に合わせた適正な学生募集に配

慮する。 

 

（２） 目的意識の変化や精神的問題のある学生が

多くなっているため、欠席者の早期カウン

セリングを行い、中途退学につながる問題

を解決していくことが重要である。 

 

（３） 就職希望者全員の内定は当然であるが、一

人ひとり学生の希望に合わせた就職支援を

さらに強化する。また同窓会組織を基本と

した卒後サポートの構築が急務である。 

 

 

（４） 短期的な予算の「修正予算」を基に、中長期

的な予算も編成し直す。 

 

 

（５） 学園の教育理念の共有を徹底し教職員の更

なる成長を即すために、人材育成を強化す

る。 
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